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第１ 時計台について 

１ 時計台の位置づけと設置目的、目指す成果 

札幌市時計台（以下「時計台」という。）は、札幌農学校（現在の北海道大学）演武場と

して、開拓使工業局の設計・監督により、明治11年10月に完成した。明治39年に札幌区（現

在の札幌市）の所有になり、その後、郵便局、教育会及び図書館等に利用された後、昭和

36年6月に札幌市指定の有形文化財となり、つづいて昭和45年6月に国指定の重要文化財と

なっている。  

平成 7（1995）年 1 月 から同 10（1998）年 9 月にかけては、時計台保存修理事業と

して、屋根の葺替、外壁塗装修理、耐震補強工事等の大規模改修を実施するとともに、２

階を「時計台ホール」としてリニューアルし、夜間のみ、コンサートやイベント会場とし

て利用できる貸しホールとした。 

平成 30（2018）年には、劣化した屋根や外壁の塗装等を行う外部改修工事を実施してい

る。 

時計台の設置目的及び管理運営を通じて目指す成果は下記のとおり。 

(1) 設置目的（札幌市時計台条例第１条）

市民が文化財に親しみ、その知識と理解を深めることができる場を提供することによ

り、文化財愛護精神を育み、もって市民文化の向上に資すること。 

(2) 目指す成果 

 ア 時計台は、国指定の重要文化財であることから、現状の工法や資材をそのままに建

造物を保存することを基本として、貴重な文化遺産として良好な状態で維持・継承す

ること 

 イ 市民の文化財愛護精神を育むとともに、市民文化の向上を図るため、文化財に親し

みながら、その知識と理解を深めることができる場を提供すること。 

 ウ 地域の優れた文化遺産として保存するとともに、魅力ある集客交流資源としての活

用を図ること。 

２ 時計台管理運営上の課題、基本的方向性 

時計台は、不定期的な修繕業務の状況及び観光施設であるという性質上、現状では、下

記(1)のとおり管理運営上の課題がある。 

このため、指定期間における時計台の管理運営は、下記(2)に記載する項目に沿って行う

ものとする。 

(1) 時計台管理運営の課題

ア 公開活用を積極的に図る一方で、国の重要文化財としての価値を維持する必要が

あること。 

イ 設置目的である、文化財愛護精神を育み、市民文化の向上に資する施設として積

極的な活用を図る必要があること 

ウ 時計台は、平成30年度に屋根及び外壁の塗装を主とする外部改修工事を実施した

が、その他の施設・設備は相当程度経年劣化していることから、不定期的に修繕業

務を行う必要があること。 

エ 昨今の社会情勢等による札幌市全体の観光客の復調傾向に伴い、時計台観覧者も
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今後増加が予想されることから、現在提供している来館者サービスを維持するだけ

ではなく、より一層の拡大・充実が求められること。 

(2) 時計台管理運営の基本的方向性

ア 時計台は国指定の重要文化財であることから、文化財保護法の内容を十分に認識

し建造物を保存管理すること。 

イ 市民が文化財に親しみ、知識と理解を深めることができるような機会を提供する

こと。 

ウ 重要文化財としての価値を維持しながら施設を有効に活用し、魅力ある集客交流

資源としての充実を図ること。 

３ 時計台の機能 

時計台は、設置目的の達成に向け、以下の機能を有している。 

(1) 観覧機能（日中） 

    建物そのもの及び展示を観覧することで、時計台や札幌市の魅力や歴史を伝える。 

 (2) 貸しホール機能（夜間） 

２階ホールをコンサートや講演等の様々な催しの会場として提供する。 

第２ 施設の管理業務等に関する基本的方針 

時計台の管理運営に当たっては、次の基本方針に沿って行うこと。 

(1) 時計台は国指定の重要文化財であることを十分に認識し、施設の保全に努め、良好な

状態で維持・管理すること。 

(2) 札幌市の公の施設であることを常に念頭におき、市民の福祉の増進に努め、市民の公

平な利用に供するよう管理運営を行うこと。 

(3) 第 1に挙げた施設の設置目的等に資するよう、適切な管理運営を行うこと。 

(4) 札幌市文化芸術基本計画や札幌市の文化施策との整合性を図りながら施設の管理運営

を行うこと。 

(5) サービス水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なサービスの提供がなされるよう

管理運営を行うこと。 

(6) 利用者及び地域住民の声を常に把握し、施設の管理運営に反映させること。 

(7) 最少の経費で最大の効果を挙げるよう管理運営の効率化に努めること。 

第３ 管理物件及び管理の基準 

１ 管理物件 

札幌市時計台 

※時打重錘振子式四面時計ハワード社 No.738 号（４階機械室設置）及び No.3867 号（２

階ホール設置）（以下「時計機械」という。）の管理については、札幌市が別途発注す

るので、原則、管理物件には含まない。 
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２ 管理の基準 

(1) 開館時間及び休館日

一般公開時間 午前９時 00 分から午後５時 00 分まで 

ホール使用時間 午後５時 30 分から午後９時 00 分まで 

休 館 日 (1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法

律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初

に到来する同法に規定する休日以外の日) 

(2) 12 月 29 日から翌年１月３日まで 

  ※札幌市の承認を受けて、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時間を繰り下げ、又は休館

日を開館日とすることができる。 

  ※特に必要があると認めるときは、変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。こ

の場合、札幌市に事前に連絡すること。 

(2) 時計台の使用の承認について

    施設の使用の承認は、札幌市時計台条例（平成 10年条例第 11 号。以下「条例」とい

う。）、札幌市時計台条例施行規則（平成 10年規則第 34 号。以下「規則」という。）及び

札幌市時計台使用承認等事務取扱要綱に定めるところにより行うこととする。 

(3) 使用の制限に関する事項 

   ア 条例第 9条各号に定める場合には、ホールの使用を拒むことができる。 

   イ 条例第 10 条各号に定める場合には、使用承認の条件を変更し、若しくはホールの使

用の停止を命じ、又は使用の承認を取り消すことができる。 

   ウ 条例第 11 条各号に定める場合には、時計台に入場しようとする者の入場を禁じ、又

は入場している者に時計台の使用の停止若しくは時計台からの退場を命じることがで

きる。 

(4) 個人情報の保護に関する法律の適用について 

   指定管理者には、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第４章の規定

のほか、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱いに関しては同法第 66 条第

２項の規定により準用する同条第１項の規定により札幌市と同様の安全管理措置義務を負

う。 

   また、同法第 33条第１項の規定による開示の請求、第 34条第１項の規定による訂正の

請求及び第 35 条第１項の規定による利用停止等の請求があったときは、同法の定めるとこ

ろにより適正に対応するとともに、札幌市から施設の管理を行うに当たって保有する個人

情報の提出の要求があった場合は、速やかにこれに応じること。 

(5) 札幌市情報公開条例の適用について 

   指定管理者には、札幌市情報公開条例（平成 11 年条例第 41 号）第 22 条の 2の規定によ

り、情報公開の努力義務が課せられるほか、札幌市から管理業務等に関する文書等の提出

の要求があった場合には、これに応じること。 

   なお、情報公開に係る事務処理については、札幌市指定管理者情報公開要綱(平成 15年

12月 15日助役決裁)及び札幌市出資団体等情報公開要綱(平成12年 3月 30日市長決裁)に

定めるところにより行うこと。 
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(6) 札幌市行政手続条例の適用について 

ア 指定管理者は札幌市行政手続条例（平成７年条例第１号）第２条第４号の「行政庁」

に該当するため、使用承認等の行政処分は、同条例の定めに従って行うこと。 

  イ 使用承認等の審査基準及び標準処理期間を定める場合は、札幌市の基準等に準じた内

容とし、札幌市に届け出ること。 

ウ 使用承認の取消し等の不利益処分を行う場合において意見陳述のための手続を行う

ときは、札幌市に対して事前に通知し、手続終了後に経過及び結果について報告するこ

と。 

  エ 聴聞の手続に関する必要な事項について、札幌市聴聞等に関する規則(平成６年規則第

51 号)に準じた内容の聴聞規則等を定め、札幌市に届け出ること。 

(7) 札幌市オンブズマン条例の適用について 

   指定管理者は札幌市オンブズマン条例（平成12年条例第53号）第20条の規定により、オ

ンブズマンが、苦情等の調査のため必要があると認めたときに実施する質問、事情聴取、

又は実地の調査について協力するよう努めること。 

(8) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例の適用について 

   指定管理者は札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年条例第６号。以下「暴

排条例」という。）第６条の「事業者」、第７条第２項の「公共事業等に係る契約の相手方」

にあたることから、条例の基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴

力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に

協力すること。具体的な取組みについては、以下の通り。 

 ア 施設が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団。以下同じ。）の活動に利用されないようにす

るために必要な措置を講ずるものとする。なお、利用者等が暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下｢暴力団員｣という。）

や暴力団関係事業者（暴排条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者。以下同

じ。）などであるかどうか確認が必要な場合は、「暴力団の排除にかかる照会事務マニ

ュアル」に従って必要な対応を行うこととし、その際は、原則、札幌市に相談し、そ

の指示に従うこと。 

 イ 協定に関連する契約（第三者への委託、物品調達等）について暴力団員や暴力団関

係事業者を相手方としないこととする。また、既に締結している契約の相手方が暴力

団員または暴力団関係事業者であると判明した場合、直ちに札幌市に報告し、その指

示に従うこと。既に締結した契約の相手方またはこれから契約を締結しようとする相

手方が暴力団員または暴力団関係事業者であるかどうか確認が必要な場合は、「暴力

団の排除にかかる照会事務マニュアル」に従って対応することとし、その場合は、原

則、札幌市に相談し、その指示に従うこと。 

(9) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の適用について 

   指定管理者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65

号。以下「障害者差別解消法」という。）における「民間事業者」の区分に該当し、「障が

い者への合理的配慮」について努力義務が課されているが、指定管理者は公の施設の管理

を通じて市民サービスに直結した業務を担っていることを踏まえ、法的義務を課されてい

る国・地方公共団体等行政機関である札幌市に準じた対応を行うこと。具体的な取組につ
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いては、「障害者差別解消法を踏まえた札幌市の対応方針」（対応方針）及び「共生社会の

実現に向けた札幌市職員の接遇要領」（接遇要領）を参照すること。 

(10) その他 

ア 管理業務等を行うに当たり、第三者への委託、物品の調達等を行う場合は、札幌市内

の企業等の積極的な活用に努めること。 

イ 管理業務等を行うに当たり、職員の雇用、第三者への委託、物品の調達等を行う場合

は、障がい者の積極的な雇用など福祉施策への取組に努めること。 

ウ 第三者への委託、物品の調達に係る支払は「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」

第６条に準拠するよう努めること。 

第４ 業務の内容と要求水準 

時計台の業務内容と業務毎の要求水準は、以下のとおりとし、記載のない内容は、指定管

理者への応募に際し、札幌市に提出された管理業務の計画書のとおりとする。

なお、以下に記載する項目のうち、業務の計画を作成することとしているものについては、

札幌市との協議の上、その内容を決定する。 

１ 統括管理業務 

サービス水準の向上及び経費の節減に向けた適切な管理運営を確保するため、各業務の

全体を統括する。 

管理運営業務の基本方針、事業目標、平等利用を確保するための方針及び取組項目、管

理運営のための組織、職員配置計画、職員採用計画、職員の勤務形態、勤務条件、人材育

成・研修計画、労働関係法令に関する規定及び届出の内容、雇用環境の維持向上に向けた

取組、情報共有、業務の見直し、改善に関する取組の具体的内容、第三者に対する委託の

適正を確保するための方策、運営協議会に関する事項、資金管理に関する基本的な考え方

と現金等取扱規定、現金等の取扱に関し事故、不祥事を未然に防ぐ仕組み、苦情対応の仕

組み、セルフモニタリングの方法及び仕組み、等の具体的内容は以下のとおりとする。 

(1) 管理運営業務の基本方針

時計台の管理運営に関して、指定管理者としての基本方針を策定する。 

◇要求水準 

ア 時計台の管理運営に関して、第１で挙げた施設の設置目的及び基本的方向性、機能

を実現するとともに、市民サービスの向上、経費の縮減を図る上での基本方針を明確

化すること。 

イ 基本方針の策定にあたっては、施設運営の透明性を確保するよう特に留意すること。 

 (2) 平等利用の確保 

時計台における平等利用を確保するための方針及び取組項目を明確化し、各取組を実

施する。 

◇要求水準 

上記方針及び取組項目として明確化する内容には次の内容を含むこと。 

・平等利用を確保する上での指定管理者としての基本的な方針 

・上記方針を具体化する上での統括責任者の役割、職員の心構え 

・時計台において不当な差別的取扱いに該当するおそれのある行為等 
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・これらの行為等を発生させないように組織として対応する取組項目 

・その他、平等利用確保に際しての留意事項等 

※平等利用の基本的な考え方については、地方自治法第 244 条第３項、札幌市公の施

設に係る指定管理者の指定に関する事務処理要綱第５-３-(1)、条例及び第１に記載

した時計台の設置目的、位置づけを参照すること。 

 (3) 地球温暖化対策及び環境配慮の推進 

管理業務等を行うに当たっては、札幌市環境マネジメントシステムを通じて、地球温

暖化対策及び環境配慮の推進に努めること。 

◇要求水準 

ア エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号。)を遵守し、時計

台におけるエネルギー使用を適切に管理し、その合理化を進めること。 

イ 電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

ウ ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

エ 清掃に使用する洗剤等は、環境に配慮したものを使用し、極力節約に努めること。 

オ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリ

ングストップの実施など環境に配慮した運転に心がけること。 

カ 管理業務等に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイド

ライン指定品を使用すること。 

キ 業務に係る従業員に対し、環境マネジメントに関する研修を行うこと。 

ク 業務に係る環境法令を確実に遵守できる体制を確立すること。 

ケ 省エネルギーに係る業務計画として、管理業務の開始後速やかに次の資料を作成し、

札幌市に提出するほか、毎年度、別紙１に示す報告書類を提出すること。 

・工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成 21

年 3 月 31 日経済産業省告示第 66号)に規定する各管理標準 

   コ 施設の電力については、特別な事情がない限り、札幌市電力の調達に係る環境配慮

要綱で定める「環境配慮評価基準」を満たす小売電気事業者より、調達すること。ま

た、可能な限り再生可能エネルギー電気の調達に努めること。 

(4) 管理運営組織の確立

ア 責任者の配置、組織の整備

時計台の管理運営業務に関して統括的に責任を負う者（以下「統括責任者」という。）

を１名配置するとともに、その職務代理者を定める。また、時計台の管理運営業務を

適切に行い得る組織を整備・維持し、その内容を一覧できる組織図を作成する。 

◇要求水準 

(ｱ) 統括責任者は、自ら定めた管理運営の基本方針の具体化を始めとして、札幌市

と指定管理者との協議、必要な報告、その他本仕様書に示す業務の全体（以下「本

業務」という。）を統括するとともに、本業務に関する札幌市その他との対外的な

協議等について、責任を持って一元的に対応すること。 

(ｲ) 職務代理者は、統括責任者がその職務を担えなくなった際に、統括責任者を代

理すること。 

(ｳ) 組織の整備に当たっては、本仕様書に示す各業務の分担、指揮命令系統、緊急
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時の連絡系統、その他必要な内容を規定すること。 

イ 従事者の確保、配置

時計台の管理運営業務を適切に行うために必要な従事者（以下「職員」という。）を

確保する。また、職員の配置計画を作成し、各職員に業務を割り当て、アで整備した

各組織に配置する。 

職員の賃金については、協定書第８条の２に示す賃金の最低額を下回らないこと。 

ただし、北海道の最低賃金額がこれを上回る場合には、当該金額を最低額とする。

◇要求水準 

(ｱ)管理運営の開始日以降指定期間の満了日に至るまで、本業務に必要な職員を、

職員の休暇等の場合も含め業務に支障が生じないように確保し、当該職員が担

当する業務内容を明確にした上で、適切な担当部署に配置すること。 

(ｲ)重要文化財としてふさわしい保全・設備管理・活用のマネジメントを行うため

に必要とする知識・経験を備え、関係者間の調整を行う人材を確保し、必要に

応じ助言を受けられる体制を整えること(常時配置を求めるものではありませ

ん)。 

(ｳ)上記の職員数は総括責任者を含め５名程度とすること（警備、清掃業務従事者

を除く）。 

ウ 人材の育成

業務に支障が及ばないよう万全を期するため、職員に対して、業務上必要とされる

研修、指導教育（以下「研修等」という。）を実施する。 

研修等は、各年度の実施計画(以下｢研修計画｣という。)に基づき実施する。 

なお、研修は、指定管理者が自ら行うものの他、公的機関その他の組織が行う研修

等に従事者を派遣して行うことも可能とする。 

◇要求水準 

(ｱ) 研修等を通じて、職員が割り当てられた業務を完全に理解し、その実施に支障

が生じない状況を確保すること。なお、理解すべき内容としては、少なくとも次

の内容を含むものであること。 

・各職員が行うべき業務の内容及び責任、利用者への接遇、業務上遵守すべき関

係法令・条例・規則等の規定内容、防火・防災対策、環境への配慮、その他業

務に必要な知識や技術、心構え等 

(ｲ) 研修計画には、次の内容を含むこと。 

・研修等の実施方針 

・研修等の実施項目、各項目の概要、実施スケジュール 

エ 労働関係法令の遵守、雇用環境の維持向上

時計台における市民サービスの水準を維持向上させるとともに、雇用の確保を図る

ため、職員の雇用に関する関係法令を遵守し、必要な規定の作成や届出等を行うとと

もに、雇用環境の維持向上に努める。 

◇要求水準 

(ｱ) 職員の雇用に関しては労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、その他時計

台の管理運営にあたり関連する労働関係法令を遵守し、就業規則その他の必要な

規定等を整備するとともに、必要な届出を監督官庁に行うこと。 

(ｲ) 職員に対する給与、賃金等の支払を適切に行うこと。 
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(ｳ) 職員個々が市民サービスの向上、管理経費の縮減に意欲を持って取り組めるよ

う、安全衛生やコミュニケーション、ワーク・ライフ・バランスの推進を含め、

十分な労働環境を整えること。 

(5) 管理水準の維持向上に向けた取組 

時計台利用者のニーズに柔軟に対応するとともに、安全性、効率性、その他時計台の

管理水準を維持向上させていくため、組織内では常に情報を共有するとともに、各業務

について見直しを行い、改善を図る。 

◇要求水準 

(ｱ) 情報の共有方法を明確化し、必要な情報を職員が十分に把握していること。 

(ｲ) 業務の見直しを行う方法を明確化し、定期的に見直しを行うこと。特に、事故防止

については、見直し、改善を含め、日常的に組織的取組を行うこと。 

(6) 第三者に対する委託業務等の管理 

ア 第三者に対する委託業務等における適正の確保

協定書第10条に定める第三者に対する委託の実施にあたり、適正を確保する。 

◇要求水準 

(ｱ) 第三者に対する委託を行う場合には、相手方となる事業者(以下｢受託者｣とい

う。)が、委託した業務の履行にあたり時計台の管理運営における市民サービスの

向上について配慮するとともに、利用者の安全を十分に確保するよう仕様等を作

成すること。 

(ｲ) 第三者に対する委託は指定管理者の責任において行うものであることについて、

受託者の十分な理解を確保すること。 

イ 第三者に対する委託の相手方となる事業者への適切な監督、履行確認

受託者に対しては、指揮監督を徹底するとともに、必要な履行確認を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 受託者との契約にあたり、受託者に対して必要な指揮監督を行う部署及びその

責任者、受託者側の責任者を明確にし、指揮命令系統及び連絡系統を確立するこ

と。 

(ｲ) 委託した業務が当該契約に基づき適切に行われるよう、必要な指導、指示、検

査及び確認を行うこと。 

(ｳ)受託者に対し、委託した業務に関連する労働関係法令を遵守するよう、適切な監

督、指導を行うこと。 

(ｴ)受託者に対して、時計台の業務を行うために必要な従事者の法令遵守状況及び労

働環境（賃金、労働時間、各種保険の加入状況、健康診断の実施状況等）に関わ

る情報提供を求めること。ただし、個人情報保護の観点等から情報の収集が困難

な場合は、その状況、経緯等について札幌市に報告を行い必要な指示を仰ぐこと。 

ウ 協定に関連する契約の相手方からの暴力団員又は暴力団関係事業者の排除

暴力団員または暴力団関係事業者を協定に関連する契約の相手方としないために、

必要な対応を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 第３－２－(8)－イに定める対応を行うこと。 
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(7) 札幌市及び関係機関との連絡調整等 

ア 札幌市等との連絡調整

札幌市、指定管理者及び外部有識者等で構成する札幌市時計台運営協議会（以下「協

議会」という。）を設置する。協議会においては、管理業務等の状況の報告、管理運営

水準の維持向上に向けた協議を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 協議会は指定管理者の主催により指定期間中６カ月に 1回以上開催すること。 

（開催時期、頻度等に関しては、札幌市と協議することとする。） 

(ｲ) 協議会の運営は指定管理者が行うこと。また、協議会では以下の項目について

協議等を行うこと。 

<協議等の項目> 

・本業務の報告と時計台の管理運営上の問題点や改善に関する事項 

・施設の管理運営に係る各種規程、要綱、マニュアル等を新たに作成する場合の概略 

・本仕様書において協議会での協議を必要とする旨が記載されている項目 

・その他、時計台の市民サービスや管理水準の維持向上に向けた取組 

(ｳ) 協議会の内容は記録するとともにその要旨を速やかに札幌市に確認すること。また、

必要に応じてその要旨を施設内に掲示すること。 

イ 関係機関との連絡調整

本業務の遂行に当たり、施設内売店、時計機械保守等業務受託者、その他関連する

団体との良好な関係を維持するとともに、必要に応じ連絡調整を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 指定期間開始後４週間以内に、本業務の円滑な遂行に関して必要となる関係機

関等の一覧表を作成し、当該内容について札幌市に確認すること。 

(ｲ) 確認後、必要な関係機関等との関係の構築を速やかに行うとともに、連絡調整

を適宜行うこと。 

(ｳ) 時計機械が遅速し、又は停止する等稼働に支障が生じた場合は、速やかに時計

機械保守等業務受託者に連絡すること。 

ウ 指定管理者の表示 

   指定管理者が行政庁としての行為を行う場合には、指定管理者であることを明らか

にする。 

◇要求水準 

   本業務を行うに当たり、使用承認、承認取消その他の行政庁として行う行為(本来、

行政庁でなければ行うことができない行為）を行う場合において、団体名を表示する

必要があるときには、「札幌市時計台指定管理者 △△△△」と表示すること。 

(8) 財務 

ア 資金管理

時計台の安定的かつ効率的な管理運営を確保するため、本業務に関する資金（協定

書に定める管理費用、利用料金、その他の収入。以下「管理費用等」という。）及び本

業務とは別に指定管理者が札幌市の承認を得て施設において実施する事業等（以下「自

主事業等」という。）に関する資金を適切に管理する。 
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◇要求水準 

(ｱ) 本業務を行うに当たっては、指定管理者が行っている他の事業と経理を明確に

区分し、年度ごとに収支その他経理に関する記録等を整備すること。 

(ｲ) 本業務に係る経費の収支については、独立した預金口座により管理すること。 

(ｳ) 管理費用等の適切な管理を第三者による監査などの客観的な方法で点検・確認

すること。 

(ｴ)自主事業等の経費の管理については、第５－１－(3)に従うこと。 

イ 現金等の適正な取扱

利用料金収入等の現金等が不適切に取り扱われることの無いよう、現金等の取扱に

関する規定（以下「現金等取扱規定」という。）を整備し、運用する。 

◇要求水準 

(ｱ) 現金等取扱規定には、以下の項目に関する規定を含むこと。 

なお、複数の規定類により各項目について規定していても差し支えない。 

・現金の取扱に関する管理体制 

・現金の取扱事務の運用手続 

・現金の保管方法 

・銀行口座の管理方法 

・金券類の管理等の適切な取扱 

・以上の現金等の取扱に付随する帳票、経理書類の様式 

(ｲ) 現金等取扱規定においては、現金等の取扱に関し事故、不祥事を未然に防ぐ仕

組みを構築し、運用すること。 

(ｳ) 現金等の取扱に関して、事故、不祥事が発生した場合には、当該事実を確認し

た日時、事実の概要を記録するとともに、当該事実等について即時に札幌市に報

告すること。 

(9) 苦情対応

施設の管理に関する利用者その他の市民からの要望、苦情等（以下「苦情等」という。）

に迅速かつ適切に対応し、その結果を札幌市に報告する。 

◇要求水準

(ｱ) 苦情等への対応手続を文書により整備すること。また、職員が、当該手続の内

容を十分に理解していること。 

(ｲ) 苦情等を受け付ける担当部署を明確化し、利用者、その他必要な者に対して十

分に周知していること。なお、利用者等からの申し出があった場合には、当該担

当部署とは異なる部署においても苦情等は受け付けること。 

(ｳ) 苦情等を受け付けた場合は、その内容に応じて必要な対応を行うこと。 

ａ 指定管理者のみで対応が可能なものについては、適切な対応を行った上で、

札幌市に報告すること。 

ｂ 指定管理者のみでは対応が難しいもの、札幌市の判断を要するものについて

は、速やかに札幌市に相談し、その指示に従うこと。 

(ｴ) 市政に関し、指定管理者の業務には全く関わりの無い苦情等があった場合には、

速やかに札幌市に報告すること。 

(ｵ) なお、札幌市は、札幌市になされた苦情等の対応上必要と認めるときは、指定

管理者に対し報告を求め、現地を調査し、又は必要な指示を行う。 
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 (10) 記録・モニタリング・報告・評価 

ア 記録

指定管理者は、本業務の実施に関する記録・帳簿等を整備、保管し、指定期間の満

了時や指定の取消時には、札幌市又は次期指定管理者に速やかに引き継ぐ。 

◇要求水準 

以下の帳簿等を常に整備し、これらを５年間保管すること。ただし、５年が経過

する前に、指定期間が満了し、又は指定が取消された場合は、札幌市の指示に従い、

札幌市または次期指定管理者に速やかに引き継ぐこと。 

・事業日誌 

・管理業務に関する諸規定 

・文書管理簿 

・各年度の事業計画書及び事業報告書 

・収支予算及び収支決算に関する書類 

・金銭の出納に関する帳簿 

・物品の受払に関する帳簿(既存の備品及びその他の備品で指定管理者が調達した

ものについてそれぞれ明示し、その受払について記載したもの) 

・以上のほか、別紙１に示す本仕様書に規定する業務に関する記録書類、及び札

幌市が必要と認める書類 

イ セルフモニタリング

指定管理者は、時計台の管理運営業務の実施状況及び利用者や地域住民の声につい

て、自ら監視・測定（以下「セルフモニタリング」という。）を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 業務の全体に関して、以下の内容を含むセルフモニタリングを行うこと。 

a 利用者満足度の測定等 

・利用者アンケート調査を行い、利用者の施設利用に係る満足度等を測定すると

ともに、意見、要望等を把握する。 

・調査は、公正な方法で行うこと。 

・利用者アンケート調査には、時計台の観覧、利用による総合的な満足度、第１

で挙げた時計台が目指す成果の実現や課題の解決等の進捗、職員の接遇を把握

できる調査項目を盛り込むこと。 

・上記アンケートは、英語版も用意し併せて分析をすること。 

・調査結果については、集計・整理後速やかに札幌市に文書及び電子データによ

り報告するとともに、時計台の利用者にも掲示により周知すること。 

・調査に当たっては、個人情報の保護に関する法律遵守を徹底すること。 

・総合満足度及び職員の接遇についての満足度に関する利用者アンケートについ

ては、以下の通り実施すること。 

 ＜調査対象＞ 

 時計台利用者 

 ＜調査標本数＞ 

 毎年度 2,000 人以上から回答が得られるよう努めること。年齢、性別、利用形

態（特定のイベント等）に調査対象が偏ったり、あるいは特定の季節に偏った

りすることがないよう配慮すること。 
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 ＜調査頻度＞ 

 随時 

 ＜質問及び選択肢＞ 

 ・総合満足度に関するアンケート 

 質問：当施設の総合的な満足度は次のどれに当てはまりますか。 

回答選択肢 ア とても満足 

      イ まあ満足 

      ウ 普通 

      エ 少し不満 

      オ 不満 

 ・職員の接遇についての満足度に関するアンケート 

 質問：当施設の職員の接遇に関してどのように感じましたか。 

回答選択肢 ア 大変良かった 

      イ まあよかった 

      ウ 普通 

      エ あまりよくなかった 

      オ 悪かった 

b 苦情等の整理、分析 

・利用者、地域住民、その他からの苦情や要望は、その内容に従い分類し、件数

及び内容の傾向等を分析する。 

・当該分析結果は随時、札幌市及び協議会において報告した上で、施設内に掲示

すること。 

  また、随時作成した分析結果を活用して、別途、年度単位の分析を行うこと。 

c 各業務のセルフモニタリング 

  ・別紙１に記載した各業務の記録の作成等を行うこと。なお、業務の実施方法等

と合わせて記録・測定等の方法を集約するなど、合理化を図ることもできる。

ただし、この場合にも、別紙１に記載した内容は含むこと。 

ｄ業務・財務検査項目の自己チェック

 ・半年に１回程度、札幌市が示すチェックリストを用いて、業務や財務に関す

る自己チェックを実施し、その結果を記録し、また、改善が必要な項目があ

る場合、その改善提案を含め札幌市に報告すること。なお、改善提案を行っ

た項目については、札幌市への報告後１か月以内に再度確認し、札幌市に報

告すること。 

      ｅその他 

・a、b、c、ｄに挙げたほか、貸しホール機能など各業務の要求水準に記載した

項目について自ら実施手法を提案し、札幌市の承認を得た上でセルフモニタ

リングを行うこと。 

(ｲ) 利用者アンケート調査結果については、以下の項目毎の水準を目標とする。 

・総合満足度：90％ 

・接遇に関する満足度90％ 
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ウ 事業等の報告

指定管理者は、以下の報告書類を協定で定めるところにより提出するほか、別紙１

に示す報告書類、その他札幌市が要求する報告書類について、適宜提出する。 

◇要求水準 

(ｱ) 毎年度終了後に提出する報告書類 

・当該年度の管理業務等の実施状況報告書(時計台の利用状況、使用の承認等の状

況、利用料金の収入状況、環境への配慮に係る取組状況等) 

・当該年度の管理に係る収支決算書 

・当該年度(又は当該事業年度中に終了する事業年度)の団体の経営状況を説明す

る書類〔収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類、貸借対照表及び財産目

録またはこれらに相当する書類〕 

・時計台利用に係る各種統計書類 

(ｲ) 毎月終了後に提出する報告書類 

・当該月の管理業務等の実施状況報告書(時計台の利用状況、使用の承認等の状況、

利用料金の収入状況等)及び個人情報取扱状況報告書について翌月 10 日頃まで

（令和 10年３月分については、当該３月末まで）に提出すること。 

(ｳ) その他 

・指定期間初年度においては、７月末までに、(ｱ)に挙げた団体の経営状況を説明

する書類(指定期間初年度の前事業年度分)を提出すること。 

エ 札幌市の検査・確認・要請に対する対応等

指定管理者は、施設の管理運営の一切に関する札幌市の検査・確認・要請等に誠実

に対応する。 

なお、検査・確認等の結果、指定管理者の業務が協定書に定める管理運営業務の基

準を満たしていないと判断した場合は、札幌市は、指定管理者が必要な改善措置を講

ずるよう指示等を行うことがあるので留意すること。 

◇要求水準 

(ｱ) アに挙げた帳簿等、その他管理運営及び経理状況に関する帳簿類は常に整理し、

札幌市からこれらに関する報告や現地調査を求められた場合には、速やかに指示

に従い、誠実に対応すること。 

(ｲ) 札幌市は、ウに挙げた報告書類等の検査、定期的又は随時の現地調査(給与・賃

金等の支払状況や口座残高の確認等の財務検査を含む)、その他管理の基準、管理

業務等に関する仕様書等に基づき、指定管理者が業務を適切に実施しているかの

検査、確認を行うので、指定管理者は、これらの検査等に協力すること。 

オ 事業評価

指定管理者は、施設の利用状況、セルフモニタリングの結果等を踏まえ、札幌市が

定めるところにより、管理業務等の自己評価を行い、毎年度事業報告書の提出にあわ

せて札幌市に報告する。 

◇要求水準 

(ｱ) 評価は、統括責任者が中心となり、可能な限り利用者と直接接する職員の意見

等も反映させることのできる方法により行うこと。 

(ｲ) 札幌市は、指定管理者の自己評価をもとに、指定管理者の業務評価を行い、そ

の結果に基づき必要な指示等を行うとともに、評価の結果を公表する。 

札幌市が公表した評価結果については、施設内に掲示すること。 
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札幌市が公表した評価結果については、施設内に掲示すること。 

※なお、札幌市は、必要なサービス水準の確保、その他施設の管理運営に関し必要が

あると認めたときは、利用者ニーズを把握するための調査を行う場合がある。 

２ 施設・設備等の維持管理に関する業務 

(1) 総括的事項

ア 利用者等の安全確保、市民サービスの向上、文化財保護への配慮等

各業務の実施に当たっては、利用者等の安全確保を第一に優先するとともに、市民

サービスの向上について十分に配慮する。 

また、文化財保護に留意するとともに、法令の遵守を徹底し、善良なる管理者の注

意をもって管理物件を管理する。 

◇要求水準 

(ｱ) 各業務に関して、時計台利用者、歩行者、近隣住民、職員、その他業務に関連

する者の安全が十分確保されること。 

(ｲ) 各業務を実施する際に、利用者の施設利用の支障にならないよう配慮するとと

もに、利用者に対し業務の実施について十分に案内すること。 

(ｳ) 必要な場合には、法令等に従い当該要件を満たす有資格者により作業が行われ

ること。 

(ｴ) 拾得物の取扱を適正に行うこと。 

(ｵ) 災害、救急に係る対応を適切に行うこと。 

イ 連絡体制の確保

各業務に関する連絡体制を確保する。 

◇要求水準 

(ｱ) 開館時間中については、各業務に関して必要な連絡先を利用者に対し十分に案

内すること。また、各業務に応じて、利用者等、職員からの連絡が必要な場合に

は、常に最短の時間で連絡可能な状態が維持されていること。 

(ｲ) 開館時間外について、利用者、地域住民等からの連絡等があった場合に、必要

に応じて職員に連絡される体制が確保されていること。 

ウ 損害賠償保険の加入 

管理業務の実施に当たり、指定管理者の故意又は過失により札幌市又は第三者に損

害を与えた場合は、指定管理者が賠償責任を負うことになるため、指定管理者におい

ては、次に掲げる内容を補償する損害賠償責任保険等に加入すること。 

(ｱ) 施設・設備の不備、業務活動上のミスにより、他人の身体に障害を負わせたり、

他人の財物を損壊した場合 

     ・ 対象   ： 時計台における維持管理期間中の法律上の賠償責任 

     ・ 対人補償 ： １名につき２億円以上、１事故につき 10億円以上（免責無し） 

     ・ 対物補償 ： １千万円以上 

     ・期間  ： 指定管理者の指定期間 

     ・その他 ： 被保険者を指定管理者（指定管理者から委託を受けた者を含む。）及

び札幌市とし、交差責任担保特約を付ける。 

          (ｲ) 施設に生じた事故により、施設を損壊した場合。ただし、火災、破裂・爆発、

給排水設備に生じた事故に伴う水濡れ、放水又は溢水に限る。 
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・ 限度額：10億円以上 

     ・ 期間 ：指定管理者の指定期間 

     (ｳ) レジャー・サービス施設費用保険（面積約 891 ㎡） 

     ・ 被災者対応費用（支払い限度額）：5百万円 

     ・ 被災者傷害見舞費用 

死亡見舞費用限度額     ：50 万円 

       後遺症害者見舞費用限度額  ：50 万円 

       入院見舞費用（日数に応じる）：2万円～10 万円 

       通院見舞費用（日数に応じる）：1万円～5万円 

     ・ 災害広告費用        ：1 千万円 

     ・ 期間   ：指定管理者の指定期間

(2) 施設、設備等の維持に関する管理

    清掃業務、警備業務、保守・点検業務等の詳細は、別紙（２～５）のとおりとする。 

なお、施設管理上の問題（異常、破損、故障等）が発生したときは、必要な措置を講

ずるとともに、その状況を速やかに札幌市に報告し、指示を受けること。 

ア 清掃業務

施設の快適な環境を保つため、日常清掃、計画清掃、廃棄物収集処理を行う。 

日常清掃では、毎日、定期的に行う清掃(以下「定期清掃」という。)、利用者等か

らの連絡、要求に基づき行う清掃(以下「対応清掃」という。）を行う。 

計画清掃では、日常清掃で行うことが困難な清掃を計画的に行う。 

廃棄物収集処理では、施設運営に伴い排出されるゴミ、廃棄用紙、段ボール、資源

物等を定期的に収集、処理する。 

なお、時計塔の内部については清掃の範囲に含まない。 

◇要求水準 

日常清掃、計画清掃、廃棄物収集処理：別紙２のとおり 

イ 警備業務 

施設の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒・防止する

ことにより、財産の保全と人身の安全を図り、もって円滑な管理運営を行う。 

このため、指定管理者は、警備計画を作成し、当該計画に従い以下の業務を行う。 

・鍵の管理 

・開館時及び閉館時の開錠、施錠 

・出入管理 

・施設の秩序維持 

・その他下記要求水準を達成するために必要な業務 

なお、対象区域は時計台施設及び敷地とする。 

＜警備業務の時間帯＞ 

時間帯 区分 

午前９時 ～ 午後５時 施設職員が対応 

午後５時 ～ 午前９時 人的警備 

・上記は目安であり、時計台の利用状況に応じて臨機応変に対応するものとする。 

・休館日及び年末年始（12月29日～１月３日）については、午前９時から翌日午

前９時まで人的警備を行うこと。 



16 

◇要求水準 

(ｱ) 警備計画には、次の内容を含むこと。 

・警備員の配置及び配置毎の日常的な業務内容、スケジュール 

・緊急時の対応手順 

(ｲ) 警備業法、消防法、労働安全衛生法などの関係法令を遵守すること。 

(ｳ) 時計台利用者に不快感・威圧感を与えないこと。 

(ｴ) 個別業務の標準は別紙３のとおりとする。 

ウ 施設及び設備（時計機械を除く）の保守点検業務

別表１に示す施設及び設備(以下「施設等」という。)について、全般の機能を良好

に維持管理するとともに、施設等の劣化を早期に発見し、措置するため、日常点検、

定期点検、その他必要な保守点検業務を実施する。 

このため、指定管理者は、以下の点検管理方法を明確化した施設管理マニュアルを

作成し、札幌市に提出すること。 

・各種設備の日常点検 

・空調管理及び熱交換器点検 

・災害時（火災・地震・停電）における防災設備の使用方法 

・設備故障時（漏水・漏電等）の対応方針 

・その他下記要求水準を達成するために必要な項目 

※「札幌市市有施設における石綿含有対策要領」に基づく点検については、指定管

理業務に含めない。 

なお、維持管理において何らかの原因により受電設備の安全装置が作動した場合は、

経済産業省 平成 15･12･19 原院第 12 号 を参考に、分電盤において絶縁状態の確

認（絶縁抵抗計又は漏れ電流計を用いて、主開閉器から負荷側の電路の絶縁状態の確

認）、開閉器の端子部点検等の原因究明及び安全確認を実施した上で復旧を行うこと。 

◇要求水準 

(ｱ) 施設等が所要の性能を発揮する状態を維持すること。 

(ｲ) 点検の結果、設備の部品、消耗品等の交換が必要となる場合には、速やかに交

換すること。 

(ｳ) 施設等の劣化及び損傷を最小限に抑えるとともに、利用者等及び施設等の安全

性を確保すること。 

(ｴ) 電気・空調設備の保守管理に必要な器具や計測器等を施設内に保管し、早期に

設備異常の確認及び復旧に向けた応急処置ができる体制を確保すること。 

(ｵ) 業務の対象となる施設等と業務の標準は別紙４のとおりとする。 

エ 修繕

施設等の全般の機能を良好に維持管理するとともに、施設管理上のトラブルが原因

で市民等の利用に支障が生じることのないよう、施設等全般について、破損、故障等

が発生した場合又は短期間のうちに確実に破損、故障等が発生すると見込まれる場合

（以下「破損、故障が発生した場合等」という。）は、速やかに修繕を行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 利用者等から破損、故障等の発生について連絡を受けた場合においては、速や

かに実際の状況を確認すること。 

(ｲ) (ｱ)の場合も含め、破損、故障が発生した場合等には、応急処置、修繕費用・期

間、原因の調査など、必要な初期対応を行うこと。また、当該対応の結果につい

て、遅滞なく札幌市に報告すること。 
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(ｳ) 修繕を行うにあたり第三者に対する委託に係る契約を締結する際には、札幌市

契約規則及び札幌市物品・役務契約等事務取扱要領（平成 20 年３月 28 日財政局

理事決裁）第 91 条に準じて、軽微なもの、緊急を要する場合などを除き原則とし

て複数の団体から見積等を徴すること。また、修繕等を行うに当たっては、緊急

に実施する必要のある場合を除き、事前に札幌市の承認を得ること。なお、緊急

に実施した修繕については、実施後速やかにその概要を札幌市に報告すること。 

(ｴ) 施設等の劣化及び損傷を最小限に抑えるとともに、利用者等及び施設等の安全

性を確保すること。 

(ｵ) 当該施設が国指定の重要文化財であることから、緊急を要する応急措置を除き、

許可なく建築物の現状を変更したり、建築物の保存に影響を及ぼす行為はできな

いことに留意すること。 

オ 備品管理

札幌市が備え付ける備品は別表２のとおりとし、これらの備品は、市民等の利用に

支障が生じることのないよう、常に保守点検、清掃等を行うとともに、不具合の生じ

た備品について、修繕を行う。 

また、施設の管理運営に当たっては、指定管理者と札幌市とは備付けの備品及び札

幌市が貸し出す施設の鍵について物品使用貸借契約を締結するものとする。 

なお、備付けの備品の購入及び廃棄は、札幌市において行う。 

◇要求水準 

(ｱ) 備品は所要の性能を発揮する状態を維持すること。 

(ｲ) 利用者等から備品に関する不具合の連絡を受けた場合、速やかに実際の状況を

確認し、修理、説明、代用品の確保、原因の確認など、必要に応じた対応を行う

こと。 

(ｳ)備品は指定期間が満了するまでに全件が対象となるよう計画を立て、その有無及

び状態を点検すること。 

カ 展示物等の保守管理

施設内に設置しているパネル及び映像展示・サイネージ・からくり募金箱について

保守管理を行うとともに観覧者が閲覧しやすいよう環境を整えること。 

◇要求水準 

(ｱ)所要の性能を発揮する状態を維持すること。 

(ｲ)利用者等から不具合の連絡を受けた場合、速やかに実際の状況を確認し、修理、

説明、代用品の確保、原因の確認など、必要に応じた対応を行うこと。 

(ｳ)入口に設置しているサイネージの登録情報を定期的に更新すること 

(ｴ)館内に設置されているからくり募金箱について、日常的な管理及び指定管理者が

策定する札幌市時計台募金及び義援金処理規程に基づいた定期的な集金を行うこ

と。 

キ 外構緑地管理及び除排雪

敷地内の外構、緑地について、美観の保持、利用者の安全、防犯及び近隣への配慮

という点から、点検、剪定、除草、病害虫防除、養生、冬囲い等適切な維持管理を行

う。冬期間においては、利用者が出入り口の通行に支障を来たさないように、除排雪
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を行うこと。 

◇要求水準 

 以下の状態を維持すること。詳細は別紙５のとおり。 

 <緑地管理> 

・風、降雪等による倒木が発生しないこと。 

・枯枝を確認した場合は、安全を考慮しあらかじめ剪定をすること。 

・植栽により防犯上の問題となるような死角が敷地内に生じないこと。 

・落ち葉は、近隣に飛散しないこと。 

・敷地内の側溝、排水枡等が落ち葉、ゴミ等で詰まらないこと。 

・薬剤を用いる場合には、人体、生態系及び施設・設備機器類に影響の無い方法

によること。 

・作業に伴う路面、縁石、樹木等の損傷が無いこと。 

・敷地内では、札幌農学校をイメージした北国の草木を植栽しており、これらを

良好な状態で管理するとともに、看板設置などを通じて広報を行うこと。 

    ・特定外来生物（※）を敷地内で確認した場合は駆除を行うこと。 

※「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」第２条 

<除排雪> 

・降雪が 10cm 程度以上の場合に作業を行うこと。また、突然の大雪で施設運営上

必要と認められる場合には速やかに作業を行うこと。 

・落雪危険個所については、立ち入り禁止措置等を行うこと。 

 (3) 防災業務

地震、火災、風水害等の災害(以下｢災害等｣という。)及び事故による傷病等が発生し

た場合に迅速かつ的確な対応ができるよう、防災計画を定めるとともに、日ごろから訓

練を行い、利用者、職員等の安全確保及び文化財保全を図る。 

◇要求水準 

(ｱ) 災害等の緊急事態が発生した場合には、防災計画に基づき、被害が最小になるよう

に迅速かつ最善の対応を取るとともに、発生の状況、その他必要な事項について、直

ちに札幌市に報告すること。 

(ｲ) 防災計画には、以下の内容を含むこと。 

・札幌市文化財施設危機管理規程に基づく危機管理マニュアルの整備 

・国宝・重要文化財（建造物）等の防火対策ガイドラインに沿った防火対策プラン 

の整備と防火訓練シナリオの作成 

・防災業務の実施方針 

・災害等が発生した場合の統括対応部署とその役割。その他の部署の役割分担と連

絡系統 

・災害等による被害を最小限に抑えるための防災訓練の内容及びその他の日常から

の対策 

・時計台における事故による傷病等の想定項目 

・事故による傷病等を未然に防ぐための方策 

・万一事故等が発生した場合の対応方法(医療機関その他関係機関との連携を含む) 

・休館日の災害等への対応体制 
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(ｳ) 防災業務の実施に当たっては、次の基準、観点に従うこと。 

・時計台利用者の安全を最優先で確保すること。 

・職員の安全、近隣住民への対応や関係機関との連携協力に十分に配慮すること。 

・開館中に災害等が発生した場合に、職員が必要な初動対応及び連絡等を行える状

況を維持すること。 

・開館中を除く時間帯に災害等が発生した場合に、必要な連絡体制及び損害、被害

の確認を行う体制を確立していること。 

・当該施設が国指定の重要文化財であり、かつ、木造の建造物であることから、防

火及び初期消火の体制整備が特に重要であることに留意すること。 

 (ｴ) 利用者等の急な傷病に適切に対応できるよう、近隣の医療機関との連携体制や職

員による応急救護体制を確立していること。 

(ｵ)消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第８条に規定される防火管理者ないし防災管理

者の選任、消防計画の策定及びその実施を通じて、消防法及び関係法令に規定される

防火管理又は防災管理を徹底すること。 

３ 事業の計画及び実施に関する業務 

時計台の設置目的を達成するための事業を企画・立案し、実施する。

(1) 歴史文化に関する資料の収集と提供に関する業務

   時計台の設置目的の実現に向け、第 1に挙げた時計台の課題を考慮の上、歴史文化（文

化財を含む）に関する情報の収集及び提供(以下｢情報収集等｣という。)の計画を策定する

とともに、当該計画に基づき情報を収集し、広く市民に提供する。なお、この業務は

5-(1)(広報業務)の内容に重複しない範囲で行うとともに、時計機械保守等業務受託者と協

議の上、協力して行うこと。 

◇要求水準 

資料収集等の計画は、以下の内容を含むものとする。 

・第 1に挙げた課題に基づき、収集する必要のある情報の分野及び水準 

・特に重点的に取り組む情報収集分野と収集方法 

・情報提供、展示の方法、スケジュール等 

・情報の整理、保管の方法 

・個人情報の保護に関する法律、その他関係法令に基づく情報取扱の際の留意事項 

(2) 歴史文化に関する学習機会の提供に関する業務

時計台の設置目的の実現に向け、歴史文化（文化財を含む）に関する学習機会や親し

む場を提供する。 

◇要求水準

 (ｱ) 歴史文化に関する講座（時計機械の解説含む）・またはパネル展を年４回以上開催

する。 

(ｲ) 講座のうち２回程度は時計台を題材とすること。また、市内の文化活動団体との

連携に配慮すること。 
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(3) その他時計台の設置目的等を達成するために必要な業務

その他時計台の設置目的を達成するために必要な付帯事業を実施すること。 

◇要求水準 

(ｱ) 施設の特性を活かし、時計台をはじめとした文化財の普及事業に取組むこと。 

(ｲ) 札幌市内及び北海道内の文化財を連携させ、国内外に発信するような事業に取組

むこと。 

(ｳ) 事業の実施に当たっては、ボランティアや関係団体、地域住民等との連携を図る 

よう努めること。 

上記(1)及び(2)、（3）の業務については、指定管理者からの提案に基づき実施すること

となる。 

４ 施設の利用等に関する業務 

施設の使用申込の受付、施設の案内・説明、使用の承認等、利用料金の収受、その他施設

の使用承認等に関する業務を行うとともに、利用の促進、利用率の向上に向けた取組を行う。 

(1) 観覧業務

  時計台への観覧者受け入れを行い、施設の案内、説明等を行うほか、苦情や問い合わせ

の一次対応、その他時計台利用者への対応業務を行う。 

  なお、施設の使用承認等に関する業務については、下記(3)のとおり実施すること。 

◇要求水準 

(ｱ) 施設観覧について適切な案内等があること 

(ｲ) 親切、明朗、公平に対応するなど、接遇について最大限留意すること。 

(ｳ) 観覧者の目的に沿って適切な案内を行うこと。また、時計台に関する観覧者の疑問

点に即時に対応すること。 

(ｴ) 積極的に施設の案内、説明等を行い、また、見学会等への対応を行うこと。なお、

時計機械の説明等については本業務に含めるが、別途市が発注する「札幌市時計台時

計機械保守等業務」受託者の協力を仰ぐことができる。 

(ｵ) 身体の不自由な方に対し、十分に配慮すること。 

(2) ホール貸出業務

時計台のホールを一般の使用に供する。 

なお、施設の使用承認等に関する業務に関しては、下記(3)のとおり実施すること。 

◇要求水準 

(ｱ) 施設の利用方法や注意点など必要事項について十分な案内が行われること。 

(ｲ) 親切、明朗、公平に対応するなど、接遇について最大限留意すること。 

(ｳ) 利用者が目的に沿った利用ができるよう的確にアドバイスすること。 

(ｴ) 身体の不自由な方に対し、十分に配慮すること。 

(3) 使用承認等に関する業務

時計台の利用に関して、以下の業務等を行う。 

    ・ 時計台のホール及びグランドピアノの使用申請の受付及び使用の承認又は不承認（使

用前の調整、使用時の指導等含む） 

    ・ 施設の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするとき
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の当該行為の承認又は不承認 

    ・ 使用承認等の条件の変更、施設の使用の停止の命令又は使用承認等の取消し 

    ・ 利用料金の収受事務 

    ・ 利用料金の減額又は免除に関する事務 

    減免対象の事例は札幌市時計台使用承認等事務取扱要綱のとおり。 

    なお、減免等の利用料金の実績は募集要項参考資料 20 のとおりであるので、収入見積

もりの参考とすること。 

    ・ 利用料金の還付に関する事務 

     条例第６条及び施行規則第７条に基づき、利用料金の還付を行う。 

    ・ 販売行為等の承認 

    ・ 入館の制限その他施設の秩序維持 

      なお、業として写真又は映画を撮影する者から申請のあった場合の、承認に関する事

務も含む。 

これらの業務については、「利用のてびき」等を作成し、利用者に周知すること。 

◇要求水準 

(ｱ) 平等利用を確保すること。 

(ｲ) 使用の承認、不承認は、札幌市時計台条例(平成 10 年条例第 11 号)、札幌市時計台

条例施行規則(平成 10年規則第 34号)、札幌市時計台使用承認等事務取扱要綱に基づ

き行うこと。 

(ｳ) 利用料金の収受を、1－(8)－イにより整備する現金等取扱規定に基づき適切に行う

こと。 

(ｴ) 施設が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものと

する。（第３－２－(8)－ア 参照。） 

(4) 利用の促進、利用率の向上に関する取組

     時計台の利用の促進、利用率の向上に関する取組を実施し、目標とする利用者数（利

用率）を確保する。 

◇要求水準 

    (ｱ) 目標年間観覧者数は令和５年度は 21 万人、令和６年度以降は 24 万人、貸しホー

ルの年間目標利用率は 90％程度とすること。なお、施設を取り巻く状況等により、

十分な取組にも関わらず、目標を下回ることが明らかとなった場合には、必要に応

じて目標を見直すこととする。 

    (ｲ) 市民利用の促進等に資する取組について検討し、実施すること。 

５ 管理業務に付随する業務 

上記管理業務に付随する業務を行う。 

(1) 広報業務

指定管理者は、札幌市と連携しながら、リーフレット、情報誌の作成・配布、ホーム

ページの開設・更新、その他の必要な施設の PRや情報提供を行うこと。業務の実施に当

たっては、時計台の価値や魅力を広く発信し、年代・性別を問わず興味を喚起するため

SNS 等も積極的に活用した効果的な広報戦略を立てること。 
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◇要求水準

(ｱ) 情報誌等やホームページは、時計台を意識した色彩等を使用するほか、構成を工

夫し、時計台に関する情報であることが利用者に伝わるよう配慮すること。 

 (ｲ) 情報誌及びホームページや SNS には、時計台の利用案内や実施事業の案内等のほ

か、札幌市の施策に関する情報を掲載すること。 

(ｳ) 情報誌は市内で地域的な偏りの無いよう配布すること。 

配布方法例：市内の公共施設への設置による配布 

(ｴ) ホームページには、アクセス件数のカウンター、閲覧者の問い合わせ先(電子メー

ルアドレス及び電話番号)等を掲載すること。 

(ｵ) ホームページは、利用者の立場になって、ウェブアクセシビリティ、ユーザビリテ

ィの考え方に基づいて作成・管理するとともに、総務省作成の「みんなの公共サイト

運用ガイドライン※1」を参考に以下の取組を実施すること。 

  ・日本産業規格 JIS_X_8341-3:2016※2の適合レベル AAに準拠※3することとし、1年

に 1回、試験の実施と公開を行うこと。  

 ・ウェブアクセシビリティ方針の策定・公開（上記 JIS に基づく試験実施後などに、

必要に応じて適時改定すること）。 

・1年に 1回、「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表※１」を公開すること。 

(ｶ) ホームページの作成に当たっては、「札幌市公式ホームページガイドライン」を遵

守すること。また、ホームページ全体を常時 SSL 対応すること。

※１総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free 

/guideline.html）より入手可能。 

※２「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員

会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3：2016 対応度表記ガイドライン 2016 年 3 月

版（http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/）」で定められた

表記による。 

※３JIS 規格の改定が行われた場合は、最新の規格に対応すること。 

(2) 引継ぎ業務

指定管理者は、指定期間の満了の日までに、必要な事項を記載した業務引継ぎ書等を

作成し、新たな指定管理者との間で、速やかに業務引継ぎを行う。また、新旧指定管理

者は、業務引継の完了を示す書面を取り交わし、その写しを札幌市に提出する。 

◇要求水準

(ｱ) 引継ぎは、時計台利用者の利便性を損なわないよう、新指定管理者、札幌市と協力

して行うこと。 

(ｲ) 引継ぎには、別途札幌市との協議により定める内容を含めること。 

(3) その他時計台の管理業務に付随する一切の業務 

時計台跡碑花壇（北１条西２丁目北西側）の管理（当該場所での観光客等の混雑を

避けるため、観光客が著しく集積するようであれば、他の歩行者の妨げとならない

よう、適正に観光客を誘導する等の対策を施す等。）のほか、札幌市の観光文化施策

に積極的に協力すること。
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第５ その他 

1 自主事業の実施について 

指定管理者は、上記の業務の範囲外で、札幌市の承認を得た上で、時計台を使用して事

業を行うことができる（ただし、売店営業は除く）。この場合の留意事項は、以下のとおり。 

(1) 一般的事項

指定管理者が自らの提案に基づき自主興行を実施する場合は、時計台の設置目的を踏

まえて計画すること。また、一般の利用を妨げないよう配慮するとともに、市民が利用

しやすいような料金を設定すること。 

(2) 承認要件

以下の全てに該当すること。 

ア 第１で記載した時計台の設置目的等及び第４で記載した要求水準の達成に寄与する

こと。 

イ 指定管理者の自己資金で実施するものであること。（指定管理費の流用は原則として

認めない。ただし、指定管理者の経営努力による利益と認められる分については、個

別に判断するので相談すること。） 

ウ 収支見込や事業の運営形態において、第４に示す各業務に支障をもたらさないと認

められること。 

エ 施設が国指定の重要文化財であることから、施設の現状変更を伴う事業は行わない

こと。 

オ 第三者に損害を与えた場合の損害賠償など、当該事業の実施に伴う一切の責任を指

定管理者が負うものであること。 

カ 施設運営上の継続性に影響を与えないこと。 

キ 下記(5)に示す目的外使用許可が必要な場合、当該許可を受けたものであること。 

※ 施設の管理運営とは関わりの無い指定管理者固有の事業等の PR、関連イベント、そ

の他指定管理者固有の事情によると認められる事業等は承認しない。 

(3) 自主事業に関する経理

自主事業の収支については、本業務に係る収支と区分して経理すること。複数の自主

事業を行う場合は、さらに、事業毎の経理とすること。 

なお、この場合、費用については、本業務に係る経費と自主事業に係る経費を明確に

区分できるもの（例：自主事業のみに要する備品費等）はそれぞれ当該事業の費用とし、

明確に区分できない費用のうち人件費、団体の一般管理費については本業務及び各事業

の規模等に応じて適切に配分して経理すること。 

ただし、本業務において当然に発生する備品費、修繕費等の費用については、収支報

告書において経理方法を注記することを前提として、費用を配分しないこととして差し

支えない。 

また、自主事業の実施により大幅な利益が発生した場合の取扱いについては、札幌市

と協議の上決定すること。 

(4) 承認の取消について

自主事業の実施期間中、事業の実際の状況等から承認要件のいずれかを欠くと認めら

れる場合（承認すべきではない事業と認められた場合を含む）には、承認を取消す。 
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なお、承認の取消により生じた指定管理者又は第三者の損害について札幌市は責任を

負わないので、指定管理者は、自主事業の実施に伴い第三者との取引等を行う場合、当

該第三者にその旨を十分説明するとともに、原則として当該第三者が了解したことを書

面により確認すること。 

(5) 目的外使用許可について

設置目的の範囲を超える自主事業の場合には、札幌市公有財産規則等に基づき、行政

財産の目的外使用となることから、札幌市に対し、別途使用許可申請を行う必要がある。 

特に、飲食・物販等の事業を行うために必要な施設の設置は行政財産の目的外使用と

なることから、札幌市に対し、別途使用許可申請を行うとともに、札幌市の定める使用

料を支払うこと。 

2 改修工事・大規模修繕について 

指定管理期間中、札幌市が行う改修工事や大規模修繕のため施設の休館を要する場合が

ある。改修・修繕計画については札幌市の財政状況により規模や時期が変動するため、別

途その都度札幌市より協議を申し入れることとするので、協力すること。 

3 映画等の撮影の申し出を受けた場合について 

札幌市では、フィルムコミッション事業等を通じて、映像コンテンツを活用した情報発

信及び撮影環境整備を促進している。撮影事業者等から、撮影に施設を利用したい旨の申

し出があった場合は、積極的に受け入れるとともに、必要に応じ、施設所管部局を通して、

一般社団法人さっぽろ産業振興財団に助言及び支援を求めること。 
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別紙１ 

時計台管理運営業務 業務毎の届出・記録・報告事項一覧 

・項目欄の記号は、「第 4 業務の内容と要求水準」の各項目に対応している。 

・業務の全体に関する報告書類については、仕様書「第 4－1－（10）－ｳ」によること。 

・「概要等」欄の記載事項は、各記録・報告事項に含まれる必要のある内容を示す。指定管理者がその他

の内容を含んでも差し支えない。 

・区分欄の「届出」は届出の必要があるもの、「報告」は毎月、毎年の業務終了後に報告・提出するもの、

「記録」については、適宜記録し、札幌市が求める場合には閲覧できるよう、保管・整備されている

必要があるものを示す。なお、届出、報告の時期等については備考欄を参照すること。 

・記録の作成については、業務実施方法と併せて合理化・集約等しても差し支えない。ただし、概要欄

に記載する内容は必ず記録されること。 

・これらのほか、業務内容に応じて関係条例等に基づく届出が必要な場合があるので留意すること。 

・なお、届出、報告された文書等については、札幌市情報公開条例に従い公開されることがある。 

項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届出 報告 記録

1 統括管理業務 

(1) 管理運営業務の基本方針 

 基本方針 － 
○

変更した場合変更後 1 週間

以内に届出 

(2) 平等利用の確保 

 平等利用確保の

方針 
○

変更した場合変更後 1 週間

以内に届出 

 平等利用確保に

向けた取組項目

の実施記録 

各取組項目の実施状況 

  ○

(3) 地球温暖化対策及び環境配慮の推進 

ク 

省エネルギーに

係る業務計画 
○

業務開始後に提出 

変更した場合、速やかに届

出ること。 

エネルギー等使

用実績集計・管

理票 

札幌市環境マネジメントシステム運

用マニュアル 様式２ 
 ○  毎年 5 月 31 日までに報告 

(4) 管理運営組織の確立 

ア 

統括責任者 － 
○

業務開始時 

変更した場合変更後 1 週間

以内に届出 

組織図 業務分担、指揮命令系統、緊急時の

連絡系統、その他が一覧できるもの ○

イ 

職員採用・配置

計画 

組織に応じた職員の採用、配置計画 

○

採用方法、採用時期、職種、

必要な資格等について区分

変更した場合変更後 1 週間

以内に届出 
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項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届出 報告 記録

イ 

勤務記録 職員毎の勤務日、勤務時間、休暇日、

賃金、その他職員の勤務状況の記録 
  ○

職員の所属部署毎に記録 

勤務記録一覧 職員毎の勤務日数、休暇取得数の一

覧 
  ○

月毎、部署毎に集計して作

成 

ウ 

研修計画  

○

毎年度の業務開始 30 日前

までに提出 

変更した場合変更後 1 週間

以内に届出 

研修等の実施履

歴 

研修の実施日、内容、参加人数、講

師等、その他必要な事項 
  ○

エ 

労働関係法令に

関する届出状況

法令上必要な届出の一覧とこれが完

了した(又は既に完了している) 旨

の報告 
 ○

業務開始時及びその後に届

出を行った場合に文書によ

り報告 

(5) 管理水準の維持向上に向けた取組 

 業務の見直し履

歴 

業務の見直し方法に基づき行った見

直しの経過、結果   ○

(6) 第三者に対する委託業務等の管理 

ア 

第三者に対する

委託業務一覧表

第三者に対する委託業務の業務名、

発注日、契約日、受託事業者名、契

約額、見積書を徴収した事業者名と

各見積額、履行完了日、指定管理者

側の担当責任者、その他特記事項等 

 ○

毎年度終了後に報告 

イ 

第三者に対する

委託業務履歴 

第三者に対する委託業務の指揮命令

系統、指定管理者が行った指導、指

示、検査、確認等の日時、内容、受

託者から提出された報告、その他の

管理監督の履歴 

  ○

見積書、契約書、その他第

三者に対する委託業務契約

に関連する文書と併せて整

備・保存すること。 

ウ 

協定に関連する

契約の相手方が

暴力団員又は暴

力団関係者であ

ると判明した場

合の報告、記録

協定に関連する契約の相手方が暴力

団員又は暴力団関係者であると判明

した場合の対応等 
 ○ ○

直ちに札幌市に報告し、そ

の指示に従って、必要な措

置を講じること。 

また、その対応記録を作成

すること。 

(7) 札幌市及び関係機関との連絡調整等 

ア 

協議会の記録 協議会の結果概要(日時、場所、議題、

参加者、協議結果、その他)  ○ ○

報告後速やかに施設におい

て掲示すること。 

イ 

関係機関一覧表 関係機関の一覧 

○

少なくとも毎年度一回見直

し、変更の場合速やかに届

出ること。 

関係機関との連

絡調整記録 

連絡調整の相手、日時、概要等 

 ○ ○

事業日誌に記載 
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項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届出 報告 記録

(8) 財務 

ア 

予算実行計画書 札幌市に提出した収支計画及び事業

計画に対応する月毎かつ事業毎の経

費の支出予定 

○

毎年度の管理運営業務開始

30 日前まで 

資金計画書 札幌市からの指定管理費、利用料金

収入、その他本業務に充当する資金

の月毎の調達計画を記載 

○

毎年度の管理運営業務開始

30 日前まで(予算実行計画

書と対応させること) 

資金管理の点検

記録 

指定管理者の定める方法に従い記録 
  ○

監査報告等によることも可

イ 

現金取扱規定 － 

 ○

業務開始時 

変更した場合変更後 1 週間

以内に届出 

(9) 苦情対応 

 苦情への対応手

続 
○

策定、変更した場合 1 週間

以内に届出 

 苦情記録 受付日時、申立者の氏名及び連絡先

(可能な場合)、申立の方法、受付者

及び所属部署、苦情等の対象部署、

苦情の内容、対応の経緯と結果、苦

情等の内容に応じた分類、分析. 

 ○ ○

分類は、指定管理者におい

て適宜設定して差し支えな

い 

(10) 記録・モニタリング・報告・評価 

イ 

・業務、財務の

セルフチェック

・改善計画書の

提出 

・業務及び財務のセルフチェックの

実施とその記録作成及び結果報告。 

・セルフチェックの結果、改善が必

要な項目について、改善計画書を提

出。 

○ ○ ○

改善計画書を提出した項目

については、一定期間後に

再度セルフチェックを行い

その結果についても報告す

ること。 

2 施設・設備等の維持管理に関する業務 

(2) 施設、設備等の維持に関する管理 

ア 

清掃日報 ・定期清掃：毎日の業務における清

掃の従事者、清掃実施時間及び回

数、特記事項 

・対応清掃：利用者等からの連絡又

は要求の受付者(部署)、日時、要

求の場所及び内容等、対応時間及

び結果 

・廃棄物収集処理：作業の概要等 

  ○

第三者に対する委託により

実施した場合、受託者作成

の報告に加え、必要な事項

を記録（第三者に対する委

託業務履歴と併せて保管）

することも可 

産業廃棄物を処理する場

合、関係法令に基づき、必

要な記録が行われるととも

に作成された帳票が保存さ

れること 

計画清掃の計画

○

業務開始 30 日前までに提

出 

変更した場合変更後 1 週間

以内に届出 
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項目 事項 概要等 
区分 

事項 
届出 報 告 記 録

ア 

計画清掃記録 計画清掃を実施した日時、作業内容、

作業への従事者、作業の結果に関す

る特記事項等 
  ○

第三者に対する委託により

実施した場合、受託者作成

の報告に加え、必要な事項

を記録（第三者に対する委

託業務履歴と併せて保管）

することも可 

イ 

警備計画  

○

業務開始日の 30 日前まで

に提出 

変更した場合変更後 1 週間

以内に届出 

警備日報 ・毎日の業務における従事者、業務

概要 

・毎日の事故、秩序を乱す行為等へ

の対応状況(利用者等からの連絡

又は要求があった場合はその受付

者、対応の日時、場所、内容等、

対応に要した時間） 

・毎日の開館及び開錠時間、閉館及

び施錠時間、施錠時間帯における

出入記録、その他開館、閉館に関

する特記事項 

  ○

第三者に対する委託により

実施した場合、受託者作成

の報告に加え、必要な事項

を記録（第三者に対する委

託業務履歴と併せて保管）

することも可 

ウ 

保守点検業務記

録 

・保守点検設備等、実施者(受託者

等)、実施日時、実施内容、実施結

果(部品交換の内容も含む)、各保

守点検業務に要した費用 
 ○ ○

第三者に対する委託により

実施した場合、受託者作成

の報告に加え、必要な事項

を記録（第三者に対する委

託業務履歴と併せて保管）

することも可 

エ 

破損、故障等の

概略 

・破損、故障等の連絡又は発見の日

時、連絡（発見）者の氏名 

・実際の状況を確認した日時 

・破損、故障等の概略 

 ○

報告は遅滞なく行うこと。

修繕業務実施記

録 

・修繕の実施日、実施者(第三者へ委

託した場合は受託者名)及び実施

内容、経費 

・使用した設計図、完成図等 

・原因その他特記事項 

※貸与する施設の図面に該当する部

分がある場合にはこれらの図面に

反映させること 

 ○ ○

第三者に対する委託により

実施した場合、受託者作成

の報告に加え、必要な事項

を記録（第三者に対する委

託業務履歴と併せて保管）

することも可 

使用した設計図、完成図等

については札幌市に提出 

業務情報インポ

ートシート 

施設の長寿命化を図るため、各種

点検結果より劣化状況等の把握を行

い、予防修繕が望ましい箇所につい

て修繕要望書を提出・更新すること 

 ○

別表 3 に示す所定の様式の

もの 

 様式 1 

 様式 2 

オ 

備品の不具合へ

の対応記録 

・不具合の連絡又は発見の日時、連

絡（発見）者の氏名 

・実際の状況を確認した日時 

・不具合等の概略と対応の結果 

 ○ ○



29 

項目 事項 概要等 
区分 

備考 
届 出 報 告 記 録

キ 

外構緑地管理日

報 

作業日時、作業者、作業の概要、そ

の他特記事項（除排雪含む） 

○

第三者に対する委託により

実施した場合、受託者作成

の報告に加え、必要な事項

を記録（第三者に対する委

託業務履歴と併せて保管）

することも可 

(3) 防災業務 

 防災計画  

○

業務開始日の 30 日前まで

に提出 

変更した場合変更後 1 週間

以内に届出 

 防災訓練及び職

員への研修結果

訓練及び研修の実施日時、概要、参

加者数及び参加者の概略 
 ○ ○

毎年度の報告に含めて報告

3 事業の計画及び実施に関する業務 

(1) 文化財に関する資料の収集と展示に関する業務 

 情報収集等の計

画 
○

業務開始日の 30 日前まで

に提出 

変更した場合変更後 1 週間

以内に届出 

情報収集等の結

果一覧 

情報収集等の計画に基づき収集した

情報、提供の結果概略 
 ○ ○

(2) 文化財等に関する学習機会の提供に関する業務

 講座実施記録 講座の実施日時、場所、講師、内容、

参加者数及び参加者の概略等 

 ○ ○

(3) その他設置目的を達成するために必要な業務 

 事業実施記録 ・業務の実施日時、場所、講師、内

容、参加者数及び参加者の概略等 

○ ○ ○

4 施設の利用等に関する業務 

(1) 観覧業務 

 観覧者数 観覧者数等（個人、団体、減免など）  ○ ○

(2) ホール貸出業務 

 貸出記録 日時、対応者、対応件数（時間帯毎、

要件分類毎） 
 ○ ○

分類は、指定管理者におい

て適宜設定して差支えない

(3) 使用承認等に関する業務 

 使用承認等 日時、件数等  ○ ○

(ｴ) 

施設が暴力団の

活動に利用され

ないようにする

ために必要な措

置を講じる場合

の報告、記録 

同左 

 ○ ○

直ちに札幌市に報告し、そ

の指示に従って必要な措置

を講じる。また、その対応

記録を作成すること。 
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別紙２ 

清掃業務の標準 

１ 日常清掃の要求水準

(1) 定期清掃

  ア 時計台の開館日に表１の清掃を同表に定める回数実施し、表２の状態が維持され

ること。 

  イ 開館前には、トイレ、事務室、各室及び玄関の清掃業務は完了していること。 

  ウ 必要に応じて利用者に新型コロナウィルス感染症等の予防対策を周知する取り組

みを実践すること。 

  エ 必要に応じて入場口等に手指用消毒液を設置すること（消毒液に不足を生じない

よう定期的に点検）。 

(2) 対応清掃

  ア 時計台の開館時間中、利用者その他からの連絡等に応じて、清掃を行うこと。 

  イ 業務の水準は、表２とする。 

  ウ 利用者その他からの連絡が、清掃に関する連絡先となる担当部署に行われた後、

速やかに業務に着手すること。 

(3) 共通 

  ア トイレ、各室の清掃時には、消耗品の交換を行うこと。 

  イ 揮発性有機化合物等を含むワックス、芳香剤・消臭剤等の薬剤や日用品は原則と

して使用しないこと。 

  ウ 表１に記載されていない事項であっても、現場の状況に応じ、指定管理者として

必要と認める業務については、実施すること。 

  エ 指定管理者は、業務従事者に対して、当該施設の文化財としての歴史的・文化的

な価値についての周知を行い、業務の重要性を十分に認識させ、業務の遂行に当た

っては、施設の維持及び保全について周到な注意を払わせること。 
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表１

表２ 

要素 要求水準 

床 ・ゴミ、ほこり、綿ゴミ、紙くず、ガム等が無く、水やその他の液体がこぼれて
いない状態であること。 
・ほこり取りマットに、こびりついた埃、土、シミ等がないこと。 
・備品等の移動に伴うキズ等がないこと。 
（ハード素材） 
・研磨剤、その他のものが、通路や各室内、それぞれの端や隅に残されていない
状態を保つこと。 

・研磨機による傷がついておらず、全体が同質の光沢であること。 
壁、天井 ・ほこり、チリ、糸くず、落書き、クモの巣などが無い状態であること。 

・ポスターの貼り付け、備品や機材の設置等による跡がついていないこと。 
窓、ドア ・外部、内部のガラスの表面に拭き取り後の縞、汚れなどが無い状態であること。

・ドア枠や、レール等がきれいで、ゴミが無く、チリ、砂、テープの跡やシミな
どが無い状態であること。 

環境 ・各室、通路は、片付いていること。また、非常口、非常ドアの利用が妨げられ
ていないこと。 

・不快な臭いがしないこと。 

清掃個所 要  求  水  準 回   数 

 建物周辺  １  敷地内及び歩道の清掃 
 ２  案内板の清掃 

 毎日及び 

随時 

 事務室 
 各展示室 
 廊下 等 

 １  机、椅子その他調度品等はほこりを払い、清潔にする。
 ２  屑入れの塵芥等を処理する。 

 ３ 床面は、掃除機がけ又はモップ拭きとし、状況に応じ

水拭き又はから拭きを行う。 
 ４ ドア、窓枠等は、乾布で拭き、清潔にする。 
 ５ 展示品、展示写真、展示ケース等は埃を払い、乾布で

拭く。 
 ６ ２階ホールの時計塔のガラス囲いの清掃  

 毎日及び 
 随時 

玄関及び 
 出口 

 １  表及び裏玄関風除室のガラス拭き 毎日及び  

随時 

 トイレ  １  床面を水洗い又は水拭きする。 
 ２  設備類の汚れを落とし水拭きする。 
 ３  屑入れ、汚物入れ等の塵芥を処理する。 

 ４  壁面（タイル）部分を水拭きする。 
 ５  化粧鏡を磨く。 
 ６  トイレットペーパー、石鹸水の補充をする。 
 ７  ドア、窓枠等は、乾布で拭く。 

 毎日及び 
 随時 

 その他  １  開館時間中は、常時、館使用上支障のないよう清掃す

ること。 
 ２  塵芥等は、適切に処理すること。 

 ３  業務時間中遺失物等を発見した時は、関係機関に届け

るなど、適切に処置すること。 

毎日及び 
 随時 
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２ 計画清掃の要求水準

(1) 休館日等に表３に示す内容、頻度に従い清掃計画を立て、当該計画に基づいた清掃を

行うこと。 

(2) 揮発性有機化合物等を含むワックス、芳香剤・消臭剤等の薬剤や日用品は原則として

使用しないこと。 

(3) 清掃計画については、事前に札幌市の承認を得ること。 

(4) 現場の状況に応じ、施設管理上必要と認めた作業も適宜行うこと。 

(5) 指定管理者は、清掃業務従事者に清掃日誌を提出させるなど、業務内容の確認を行う

こと。 

表３ 

３ 廃棄物収集処理の要求水準

(1) 時計台の廃棄物により、施設の利用環境、近隣住民の生活環境が悪化しないこと。 

(2) 表４に示す内容に従い廃棄物を収集、保管・管理、処理すること。 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例及び同条

例施行規則、その他の関係法令を遵守すること。

表４ 

要素 水準 備考 

○事業系一

般廃棄物 

・紙くず、ビン、缶、ペットボトル、生ゴミ等の事業系一般

廃棄物は、分別・収集し、所定のごみ集積場に運搬・集積

し、札幌市指定の方法により処理すること。 

・収集したゴミを集積場所に保管する際には、分別整理、整

頓がされていること。 

・集積場所は、ゴミの散乱、悪臭の発生、ねずみや病害虫の

発生が無いこと。 

個人情報の保

護に関する法

律第 66 条第１

項 

清 掃 個 所 要  求  水  準 回 数 

 外壁  １ 外壁埃払い 春１回 

 建物内部  １  照明器具の埃を払い、水拭き又は乾布で拭く 
 ２  壁、柱、天井等のクモの巣、埃を払い、必要に応じ、乾

布で拭く。 
 ３  ドア等の金属部分等を磨く。 

 ４  床の汚れを落とし、ワックスを塗る。 
 ５  表、裏玄関、展示室のマット洗浄。 

 ６  表玄関風除室のガラス、アルミサッシを拭く。 

 ７  裏玄関のガラス、アルミサッシを拭く。 

原則として月１

回程度 

 窓ガラス等  １ 窓、ドアガラスの汚れを落とし、磨き上げる。 原則として月１

回程度 
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別紙３ 

警備業務の標準 

１ 施設内の秩序維持

開館時に、職員による定期的巡回を行う。また、館内外、周辺路上に不審者を発見した場

合は、必要に応じ退去勧告を行い、警察等関係機関へ通報する。 

閉館時の警備は、以下のとおりとする。 

(1)  業務日、時間 

    ア 夜間警備：毎日  17 時 00 分～9時 00 分 

   イ  日中警備：休館日 9 時 00 分～17 時 00 分 

      なお、指定管理者の提案により、開館時間を延長し、休館日を少なくすることができ

ることから、上記の業務日、時間は標準的な内容を示したものである。 

(2) 業務内容 

    ア  日常警備（夜間警備、日中警備） 

      ①  施設及び諸設備の異常の有無を確認する。 

      ②  不審者の侵入、利用者への迷惑行為その他の不審な行動、不審物の放置など、

時計台の秩序をみだす行為等を未然に防止すること。また、当該行為等があ

った場合には適切な対応を行うこと。 

      ③  施設内外の警備上必要とする設備の運転を行う。 

      ④  施錠を確認する。 

      ⑤  可燃物未処理の有無を確認し、未処理のものは適切に処置する。 

      ⑥  放置物の除去等により避難誘導動線を確保する。 

      ⑦  火気を使用する箇所の火の元及び器具のスイッチ等を確認し、消し忘れを防

止する。 

      ⑧  急病、事故、災害発生時、トイレ非常呼出、防災・防炎扉の非常作動等、各

種警報装置の作動があった場合に、適切な対応をすること。 

      ⑨  電話の受理と適切な対応を行う。 

      ⑩  配送物の受領 

⑪ ホール使用者に対する備付物件・機器類の貸出し及び終了後の収納。 

⑫ その他、現場の状況に応じ、施設管理上必要と認めた作業も適宜行う。 



34 

   イ  巡回範囲及び時間 

      ①  施設内外を巡視点検する。なお、時計塔内部については巡回範囲に含まない。 

      ②  巡回時間：原則として、以下のとおり行う。 

区分 巡回時間 

 夜間警備 17 時 00 分～9時 00 分まで２時間ごとに館内巡回警備を行うと共に、

防犯カメラにて建物周辺の監視警備を重点的に行う。 

 ただし、ホール使用時は不特定多数の来館者がいるため、適時時

計台内外を巡回警備する。 

 日中警備 9 時 00 分～17 時 00 分まで１時間毎に巡回警備    

③  上記の他、防災上必要と認められる時は巡回数を増やす。 

(3)  異常時、緊急時の対応、処理 

      指定管理者は、業務の従事中に施設等の異常又は事故等を発見した時は、臨機適切な

措置を講じるとともに、必要と認める場合、直ちに札幌市（文化財課）に連絡する。 

(4)  警備日誌 

      指定管理者は、警備業務従事者に警備日誌を提出させるなど、業務内容の確認を行う。 
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別紙４ 

保守点検業務の標準 

１ 業務の項目

  保守点検業務においては、施設等の内容に応じて、以下の点検等を行うこと。 

(1) 日常点検 

  ア 外観等の目視点検 

  イ 作動状況の点検 

  ウ 安全性の確認ほか 

(2) 定期点検 

  ア 法令上の点検、検査、調整及び分解整備 

  イ 自主的な専門事業者による点検、検査、調整及び分解整備 

(3) 小規模な修理 

  ア 消耗品及び消耗部品の交換 

  イ 軽微な機器の調整 

  ウ 補修ほか 

２ 業務の標準

  下表に記載する内容を標準とすること。 

点検結果は、毎月の業務報告の際に点検報告書として提出すること。 

  異常等が発見された場合は、札幌市（文化財課）に速やかに連絡すること。 

表１ 

名称 主な業務内容 

建築基準法定期点検 建築基準法第 12条第２項及び第４項に基づく定期点検を行う。 

（建築物点検：令和５年度及び８年度に各１回、設備点検：年１回 

EV 点検（段差解消機）年１回） 

消防設備点検 ・消防法第 17 条の３の３に基づく定期点検を行う。 

（機器点検：６ケ月に１回、総合点検：年１回） 

・放水ポンプエンジンの定期的な作動確認を行う。 

第一種圧力容器性能

検査 

労働安全衛生法第 41 条第 2項に基づき、定期的に損傷の有無等の状

況をチェックして、継続して使用できるかを見極める検査を行う 

日常保守点検 建築部分及び暖房設備、動力設備、電気設備、水道、衛生設備等に

ついて日常保守点検をおこなう。 

その他 ・ガス灯の定期点検及びピアノの保守点検（調律を含む）を行う。

（各々年１回以上） 

・定期的に照明器具、建具等の固定部に緩みがないか確認する。 

・法改正等により検査方法や検査回数が変更となった場合は、専門

家等の意見を聴き、適切に対応する。 
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別紙５ 

外構緑地管理の標準 

１ 敷地内の清掃等維持管理

(1) 植栽の管理、低木の養生、剪定及び冬囲いの設置撤去 

(2) 花壇の養生、定期的剪定及び雑草除去 

(3) 敷地内の清掃（ゴミ拾い、落ち葉処理） 

(4) カラスの巣撤去、その他害虫の駆除 

(5) 撮影台の管理 

(6) 野草園の管理、特定外来生物の駆除 

２ 除排雪

(1) 除雪箇所 

  ア 出入口周辺 

  イ 敷地内通路 

  ウ 撮影台周辺 

  エ 窓枠、ガラス、建物保全のための屋根落氷雪の処理 

  オ 放水銃周辺 

  カ 必要に応じて周辺歩道部 

  キ 建物の外壁劣化を抑制するため、常時外壁に堆雪が接しないよう外壁周りの除雪また

は養生をおこなう 

  ク 観覧者安全確保のための樹木落氷雪の処理 

(2) 除雪回数 

  ア 10cm 程度の降雪時を基本とするが、利用者の利便及び安全確保を考慮し、必要に応じ

て適宜行うこと。 

  イ 除雪作業は原則として開館前に終了し、利用者の通行に支障のないように行うこと。 

  ウ 運搬排雪は原則として休館日に行うこととするが、積雪の状況により適宜運搬排雪を

行うこと。 

(3) その他 

  ア 落雪危険箇所については、立ち入り禁止措置等を行うこと。 

イ 冬期間は敷地内通路に滑り止め防止マット（既存備品）を敷設すること。 



様式３－１
施設名称 時計台

外部仕上
区分 部位 名称・仕様
 屋根 屋根 亜鉛鉄板 菱形平葺き ＳＯＰ

外壁 外壁 アリ掛け下見板張t15 油性調合白亜鉛ペイント＋ＳＯＰ

基礎廻り 札幌軟石 

玄関ポーチ 床 硬石（安山岩）
天井 板張り 油性調合白亜鉛ペイント

軒天井 板貼り 油性調合白亜鉛ペイント＋ＳＯＰ

外部建具
区分 部位 名称・仕様
建具 窓 木製・ 油性調合白亜鉛ペイント＋ＳＯＰ

外構
区分 部位 名称・仕様
庭 園路 札幌軟石t60(チェーン引仕上)

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60
外柵 札幌軟石t120（彫込加工）

車止め アルミ合金

撮影台 木製

建築仕様表

別表1- 1

別表１　時計台施設仕様および設備リスト



様式３－２
施設名称

内部仕上

塗装 塗装 塗装
1 風除室 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ･ｶｰﾍﾟｯﾄ敷 青木 白亜鉛 横板張り 白亜鉛 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ・ｱｸﾘﾙ板

玄関ホール 木床･長尺ｼｰﾄt2.5－ 横板張り 白亜鉛 板張り 白亜鉛
の上ｶｰﾍﾟｯﾄ敷

事務室 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｿﾌﾄ幅木 木軸･PBt9.5･ﾋﾞﾆﾙクロス 化粧PBt9.5
ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙt2

事務室内  長尺ｼｰﾄt2.5 ｿﾌﾄ幅木 木軸･PBt9.5･ﾋﾞﾆﾙクロス 化粧PBt9.5
応接コーナー

売店 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 青木 白亜鉛 横板張り 白亜鉛 板張り 白亜鉛
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料塗

展示室１ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 青木 白亜鉛 横板張り 白亜鉛 板張り 白亜鉛
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料塗

展示室２ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 青木 白亜鉛 横板張り 白亜鉛 板張り 白亜鉛
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料塗

更衣室 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 青木 白亜鉛 横板張り 白亜鉛 板張り 白亜鉛
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料塗

物置 ﾓﾙﾀﾙｺﾃの上 ｿﾌﾄ幅木 木軸･PBt9.5･ﾋﾞﾆﾙクロス 化粧PBt9.5
木組・長尺ｼｰﾄt2.5

2 時計台ホール ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 青木 白亜鉛 横板張り 白亜鉛 板張り 白亜鉛
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料塗

倉庫 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 青木 白亜鉛 横板張り 白亜鉛 板張り 白亜鉛
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料塗

売店事務室 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 青木 白亜鉛 横板張り 白亜鉛 化粧PBt9.5(900角)
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料塗

時計塔室 板張り － シナ合板 シナ合板

西階段室 堅木 青木 白亜鉛 横板張り 白亜鉛 板張り 白亜鉛

東階段室 堅木 青木 白亜鉛 横板張り 白亜鉛 板張り 白亜鉛

時計台

建築仕様表

階 室 名 床 幅 木 壁 天 井

別表1- 2



様式３－１
施設名称 渡り廊下

外部仕上
区分 部位 名称・仕様
屋根 屋上 塩ビシート防水

外壁 柱・梁 ｽﾁｰﾙ・DP塗装

腰壁 RC打放し･複層塗材RE

外部建具
区分 部位 名称・仕様
建具 窓 アルミ製サッシ 枠見込み７０

外構
区分 部位 名称・仕様

建築仕様表

別表1- 3



様式３－２
施設名称

内部仕上

塗装 塗装 塗装
1 渡り廊下 長尺ｼｰﾄt2.5 －

一部靴拭きﾏｯﾄ
RC打放し･ｱｸﾘﾙ吹
付ﾀｲﾙ

ｽﾁｰﾙ鋼板t4.5・ﾎﾟ
ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗

渡り廊下

建築仕様表

階 室 名 床 幅 木 壁 天 井

別表1- 4



様式３－１
施設名称 トイレ棟

外部仕上
区分 部位 名称・仕様
屋根 屋上：平面 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（ﾄｰﾁ工法）･ｶﾗｰ仕上

屋上：立上り 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水（ﾄｰﾁ工法）･ｶﾗｰ仕上
笠木 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ防水押え（電解２次着色）
屋根 長尺ｶﾗｰ鉄板

外壁 外壁 45二丁掛磁器質ﾀｲﾙ貼
ｻｲﾃﾞﾝｸﾞ(45二丁掛)

ｼｰﾘﾝｸﾞ ポリサルファイドｼｰﾘﾝｸﾞ（2成分) 10x15

ﾎﾟｰﾁ 床 磁器質100角ﾀｲﾙ貼
札幌軟石

軒天 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｔ６・VP（目透し）

外部建具
区分 部位 名称・仕様
建具 窓 アルミ製サッシ 枠見込み７０

ガラス 網入り型ガラスｔ６．８

出入口 アルミ製 枠見込み７０
スチール製 枠見込み１００

ガラリ アルミ製 枠見込み７０

外構
区分 部位 名称・仕様

建築仕様表
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様式３－２
施設名称

内部仕上

塗装 塗装 塗装
B1 機械室 RC金ゴテ RC打放し 複合版ｔ４４打込み RC打放し

1 男子便所 磁器質100角ﾀｲﾙ貼 － せっ器質100角ﾀｲﾙ貼 岩綿吸音版ｔ９

女子便所 磁器質100角ﾀｲﾙ貼 － せっ器質100角ﾀｲﾙ貼 岩綿吸音版ｔ９

身障者便所 磁器質100角ﾀｲﾙ貼 － せっ器質100角ﾀｲﾙ貼 岩綿吸音版ｔ９

搬入口 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5･OP RC打放し 複合版ｔ４４打込み RC打放し

倉庫 木床・ｺﾝﾊﾟﾈ張り青木 PBt12.5素地 木毛板表し

トイレ棟

建築仕様表

階 室 名 床 幅 木 壁 天 井
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様式３－３－1
施設名称

電気設備

1 1 トイレ 幹線動力設備 引込盤 電灯・動力・融雪 M－1 1 1998

2 1 事務室 幹線動力設備 電灯分電盤 L－1 1 1998

3 1 事務室 ﾙｰﾌﾋｰﾀ設備 ﾙｰﾌﾋｰﾀ盤 主幹2P100分岐4回路 1 1998

4 地下
消火
ﾎﾟﾝﾌﾟ室 幹線動力設備 動力盤 P－1 1 1998

5 2 倉庫 幹線動力設備 コンセント盤 ＥＬＢ６０Ａ分岐８回路 1 1998

6 1 屋外 ＲＨ盤 ロードヒーティング盤 主幹１５０Ａ分岐９回路 1

時計台

設備機器材料表
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Ａ４

様式３－３－２－1
施設名称

電気設備

№ 階 設置場所 区 分 名 称 ・ 仕 様 摘  要 数量 設置年度

11 1 ﾎﾟｰﾁ 電灯設備 シーリングライト ELB（直付） 1 1998

12 1 風除室 電灯設備 スポットライト LED× 1（壁付） 2 1998

13 1 玄関ﾎｰﾙ 電灯設備 スポットライト LED× 1（壁付） 4 1998

14 1 玄関ﾎｰﾙ 電灯設備 シャンデリア 文化財 1 1998

15 1
事務所
踏込 電灯設備 直管ベースライト FHF32W× 2灯逆富士 1 1998

16 1 事務所 電灯設備 直管ベースライト FHF32W× 2灯逆富士 6 1998

17 1
事務室
SK 電灯設備 直管ベースライト

直管20Ｗ形ＬＥＤ× 1灯
アクリルカバー 1 1998

18 1
事務室
台所 電灯設備 直管ベースライト

直管20Ｗ形× 1灯アクリ
ルカバー、紐スイッチ 1 1998

19 1
応接
コーナー 電灯設備 直管ベースライト FHF32W× 2灯逆富士 1 1998

20 1 階段下 電灯設備 直管ベースライト
直管20Ｗ形ＬＥＤ× 1灯
アクリルカバー 1 1998

21 1 西階段 電灯設備 シーリングライト
IL60W ガラスカバー
（直付） 1 1998

22 1 展示室1 電灯設備 直管ベースライト
直管40Ｗ形ＬＥＤ× 2灯
アクリルカバー 6 1998

23 1 売店 電灯設備 直管ベースライト
直管40Ｗ形ＬＥＤ× 2灯
アクリルカバー 2 1998

24 1 展示室2 電灯設備 直管ベースライト
直管40Ｗ形ＬＥＤ× 2灯
アクリルカバー 15 1998

25 1 東階段 電灯設備 ブラケットライト ＬＥＤ 2 1998

26 1
階段下
物置 電灯設備 シーリングライト ＬＥＤ 1 1998

27 1 屋外通路 電灯設備 フットライト FDL13W× 1（直付） 5 1998

28 1 屋外 電灯設備 外灯 1灯用 3 1998

29 1 屋外 電灯設備 外灯 ガス灯 1 1998

30 屋外 電灯設備 ライトアップ ＬＥＤ 4 1998

31 屋外 電灯設備 ライトアップ 小 ＬＥＤ 1 2021

32 2 東階段 電灯設備 ブラケットライト ＬＥＤ 3 1998

33 2
時計台
ﾎｰﾙ 電灯設備 ブラケットライト ＬＥＤ 11 1998

時計台

設備機器材料表
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Ａ４

様式３－３－２－２
施設名称

電気設備

№ 階 設置場所 区 分 名 称 ・ 仕 様 摘  要 数量 設置年度

34 2
時計台
ﾎｰﾙ 電灯設備 シャンデリア 文化財 4 1998

35 2
時計台
ﾎｰﾙ 電灯設備 スポットライト ＬＥＤ 10 1998

36 2
時計台
ﾎｰﾙ 電灯設備 展示用スポットライト ＬＥＤ 2 1998

37 2
時計台
ﾎｰﾙ 電灯設備 舞台用スポットライト JB500W× 1（壁付） 2 1998

38 2 事務室 電灯設備 直管ベースライト
直管40Ｗ形ＬＥＤ× 2灯
笠形 2 1998

39 2 倉庫 電灯設備 直管ベースライト
直管40Ｗ形ＬＥＤ× 2灯
笠形 3 1998

40 2
時計塔１
(振子室） 電灯設備 蛍光灯照明

ＦＨＦ32W× １灯トラフ
型 2 1998

41 2 西階段室 電灯設備 スポットライト ＬＥＤ 1 1998

42 3
時計塔2
(機械室） 電灯設備 シーリングライト

IL60W ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ（直
付） 1 1998

43 3
時計塔2
(機械室） 電灯設備 蛍光灯照明 ＦＨＦ32W× 2灯逆富士 2 1998

44 4
時計塔3
(機械室） 電灯設備 蛍光灯照明 ＦＨＦ32W× １灯片笠 1 1998

45 4
時計塔3
(機械室） 電灯設備 シーリングライト

IL60W ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ（直
付） 1 1998

46 4
時計塔3
屋外 電灯設備 ブラッケットライト 電球露出笠付 4 1998

47 1
トイレ
ポーチ 電灯設備 ダウンライト LED 6 1998

48 1 WC(M) 電灯設備 ダウンライト LED 3 1998

49 1 WC(M) 電灯設備 直管ベースライト
直管40Ｗ形ＬＥＤ× 1灯
埋込 1 2020

50 1
WC(M)
手洗い 電灯設備 ベースライト（コンフォート）直管40Ｗ形ＬＥＤ× 1灯 1 1998

51 1 WC(W) 電灯設備 ダウンライト LED 3 1998

52 1 WC(W) 電灯設備 直管ベースライト
直管40Ｗ形ＬＥＤ× 1灯
埋込 2 1998

53 1 WC(W) 電灯設備 ベースライト（コンフォート）直管40Ｗ形ＬＥＤ× 1灯 1 1998

54 1
身障者
WC 電灯設備 直管ベースライト

直管40Ｗ形ＬＥＤ× ２灯
埋込アクリルカバー 1 1998

55 1
身障者
WC 電灯設備 ベースライト（コンフォート）直管40Ｗ形ＬＥＤ× 1灯 1 1998

56 1
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ
室入口 電灯設備 直管ベースライト FHF32W× 2灯逆富士 1 1998

時計台

設備機器材料表
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Ａ４

様式３－３－２－３
施設名称

電気設備

№ 階 設置場所 区 分 名 称 ・ 仕 様 摘  要 数量 設置年度

57 地下1
消火
ﾎﾟﾝﾌﾟ室 電灯設備 直管ベースライト FHF32W× 2灯逆富士 3 1998

58 1
事務所
踏込 電灯設備 埋込ｽｲｯﾁ

1P15A× 1  ﾈｰﾑ付 新
金Ｐ付 1 1998

59 1 事務所 電灯設備 埋込ｽｲｯﾁ
1P15A× 2  ﾈｰﾑ付 新
金Ｐ付 2 1998

60 1 事務所 電灯設備 埋込ｽｲｯﾁ（文字盤用）
1P15A× 2  ﾈｰﾑ付 新
金Ｐ付 1 1998

61 1 事務所 電灯設備 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
20コ用   ﾈｰﾑ付 新金
Ｐ付 1 1998

62 1
事務室
SK 電灯設備 埋込ｽｲｯﾁ

1P15A× 1  ﾈｰﾑ付 新
金Ｐ付 1 1998

63 1 西階段 電灯設備 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
1コ用  ﾈｰﾑ付 新金Ｐ
付 1 1998

64 1 展示室1 電灯設備 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
2コ用  ﾈｰﾑ付 新金Ｐ
付 1 1998

65 1 売店 電灯設備 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
1コ用  ﾈｰﾑ付 新金Ｐ
付 1 1998

66 1 展示室2 電灯設備 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
2コ用  ﾈｰﾑ付 新金Ｐ
付 1 1998

67 1
展示室2
東側 電灯設備 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ

1コ用  ﾈｰﾑ付 新金Ｐ
付 1 1998

68 1
階段下
物置 電灯設備 埋込ｽｲｯﾁ

1P15A× 1  ﾈｰﾑ付 新
金Ｐ付 1 1998

69 2
時計台ﾎｰﾙ
東側 電灯設備 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ

1コ用  ﾈｰﾑ付 新金Ｐ
付 1 1998

70 2
時計台ﾎｰﾙ
西側 電灯設備 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ

4コ用  ﾈｰﾑ付 新金Ｐ
付 1 1998

71 2
時計台
ﾎｰﾙ 電灯設備 調光器 2 1998

72 2
倉庫内
事務室 電灯設備 埋込ｽｲｯﾁ

1P15A× 1  ﾈｰﾑ付 新
金Ｐ付 1 1998

73 2 倉庫 電灯設備 埋込ｽｲｯﾁ
1P15A× 1  ﾈｰﾑ付 新
金Ｐ付 1 1998

74 2
時計塔１
(振子室） 電灯設備 埋込ｽｲｯﾁ

1P15A× 1  ﾈｰﾑ付 新
金Ｐ付 1 1998

75 2
時計塔2
(機械室） 電灯設備 埋込ｽｲｯﾁ

1P15A× 1  ﾈｰﾑ付 新
金Ｐ付 1 1998

設備機器材料表

時計台
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Ａ４
様式３－３－3

施設名称

電気設備

№ 階 設置場所 区 分 名 称 ・ 仕 様 摘  要 数量 設置年度

81 1
玄関
ホール ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 2  新金Ｐ付 1 1998

82 1 事務所 ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 2  新金Ｐ付 4 1998

83 1 事務所 ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 1+E極 新金Ｐ付 1 1998

84 1 事務所 ｺﾝｾﾝﾄ設備 露出ｺﾝｾﾝﾄ、メタルモール施工 2P15A× 2  新金Ｐ付 1 1998

85 1 事務所 ｺﾝｾﾝﾄ設備 引掛ｺﾝｾﾝﾄ 接地2P20A× 1 新金Ｐ付 1 1998

86 1
応接
コーナー ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 2  新金Ｐ付 2 1998

87 1 展示室1 ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 2  新金Ｐ付 4 1998

88 1 展示室2 ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 2  新金Ｐ付 5 1998

89 1 売店 ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 2  新金Ｐ付 2 1998

90 1 東階段 ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 2  新金Ｐ付 1 1998

91 1 渡り廊下 ｺﾝｾﾝﾄ設備 防水コンセント 接地2Ｐ× 2 1 1998

92 1 WC(W) ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ
2P15A× 2+E極 新金Ｐ
付 1 1998

93 1 WC(M) ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ
2P15A× 2+E極 新金Ｐ
付 1 1998

94 1 身障者WC ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ
2P15A× 2+E極 新金Ｐ
付 1 1998

1
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ
室入口 ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ

2P15A× 2+E極 新金Ｐ
付 1 1998

95 2 東階段室 ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 2  新金Ｐ付 1 1998

96 2
時計台
 ﾎｰﾙ ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 2  新金Ｐ付 12 1998

97 2
時計台
 ﾎｰﾙ ｺﾝｾﾝﾄ設備 露出コンセント 接地２Ｐ× 6口 引掛け 1 1998

98 2
倉庫内
事務室 ｺﾝｾﾝﾄ設備 露出ｺﾝｾﾝﾄ、メタルモール施工 2P15A× 2  新金Ｐ付 1 1998

99 2 倉庫 ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 2  新金Ｐ付 2 1998

100 2
時計塔2
(機械室） ｺﾝｾﾝﾄ設備 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A× 2  新金Ｐ付 1 1998

101 地下
消火
ﾎﾟﾝﾌﾟ室 ｺﾝｾﾝﾄ設備 露出コンセント

2P15A× 2+E極 新金Ｐ
付 2 1998

102 1 屋外 ｺﾝｾﾝﾄ設備 露出ｺﾝｾﾝﾄ、ボックスに内蔵 2P15A× 2  2 2009

時計台

設備機器材料表
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Ａ４
様式３－３－４

施設名称

電気設備

№ 階 設置場所 区 分 名 称 ・ 仕 様 摘  要 数量 設置年度

111 1 事務所 火災報知設備 受信器 P型1級10回線 1 2021

112 1 事務所 火災報知設備 スポット型熱感知器 2種 2 2021

113 1
事務所
小屋裏 火災報知設備 スポット型熱感知器 2種 3 2021

114 1
応接
コーナー 火災報知設備 スポット型熱感知器 2種 1 2021

115 1
事務室
階段下 火災報知設備 スポット型熱感知器 2種 1 2021

116 1 展示室2 火災報知設備 差動分布型検出器 空気管 2 2021

117 1 展示室2 火災報知設備 総合盤 発信器,表示灯,電鈴 1 2021

118 1 物置 火災報知設備 スポット型熱感知器 2種 1 2021

119 1 WC(W) 火災報知設備 スポット型熱感知器 2種 1 2021

120 1 WC(M) 火災報知設備 スポット型熱感知器 2種 1 2021

121 1 身障者WC 火災報知設備 スポット型熱感知器 2種 1 2021

122 2 東階段室 火災報知設備 光電式スポット型煙感知器 2種 1 2021

123 2 昇降機 火災報知設備 光電式スポット型煙感知器 2種 1 2021

124 2
時計台
 ﾎｰﾙ 火災報知設備 差動分布型検出器 空気管 7 2021

125 2
時計台
 ﾎｰﾙ 火災報知設備 総合盤 発信器,表示灯,電鈴 1 2021

126 2
時計塔
（機械室) 火災報知設備 光電式スポット型煙感知器 2種 1 2021

127 3
時計塔2
(機械室） 火災報知設備 スポット型熱感知器 2種 1 2021

128 1 事務所 火災報知設備 漏電火災警報器 1級 1回線 1 2021

時計台

設備機器材料表
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Ａ４
様式３－３－５

施設名称

電気設備

№ 階 設置場所 区 分 名 称 ・ 仕 様 摘  要 数量 設置年度

131 1 事務室 放送設備 防災ｱﾝﾌﾟ 60W,AM/FMﾁｭﾅ-付 1 2021

132 1 事務室 放送設備 ｽﾋﾟｰｶ 3W 樹脂製 壁付 1 2021

133 1 展示室1 放送設備 ｽﾋﾟｰｶ 3W 樹脂製 壁付 1 2021

134 1 展示室2 放送設備 ｽﾋﾟｰｶ 3W 樹脂製 壁付 4 2021

135 1 売店 放送設備 ｽﾋﾟｰｶ 3W 樹脂製 壁付 1 2021

136 1
ﾄｲﾚ棟
WC(M) 放送設備 ｽﾋﾟｰｶ

3W ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ 天井
埋込 1 2021

137 1
ﾄｲﾚ棟
WC(W) 放送設備 ｽﾋﾟｰｶ

3W ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ 天井
埋込 1 2021

138 1
ﾄｲﾚ棟
WC(障害) 放送設備 ｽﾋﾟｰｶ

3W ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ 天井
埋込 1 2021

139 2
時計台
 ﾎｰﾙ 放送設備 ｽﾋﾟｰｶ 3W 樹脂製 壁付 6 2021

140 2 時計棟 放送設備 ｽﾋﾟｰｶ 3W 樹脂製 壁付 1 2021

時計台

設備機器材料表
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Ａ４
様式３－３－６

施設名称

電気設備

№ 階 設置場所 区 分 名 称 ・ 仕 様 摘  要 数量 設置年度

151 1 風除室 誘導灯設備 避難口誘導灯 Ｂ級ＢＬ型 片面 1 2021

152 1 展示室2 誘導灯設備 避難口誘導灯 Ｂ級ＢＬ型 片面 2 2021

153 1 東階段室 誘導灯設備 避難口誘導灯 Ｂ級ＢＬ型 片面 2 2021

154 2
時計台
ﾎｰﾙ 誘導灯設備 避難口誘導灯 Ｂ級ＢＬ型 片面 2 2021

時計台

設備機器材料表
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Ａ４
様式３－３－７

施設名称

電気設備

№ 階 設置場所 区 分 名 称 ・ 仕 様 摘  要 数量 設置年度

161 1 事務所 電話設備 保安器端子盤 30P 1 1998

162 1 事務所 電話設備 MDF 1 2014

163 1 事務所 電話設備 無線LANルーター 2 2018

164 1 事務所 ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 親機 4局、壁付 1 2021

165 1 屋外 ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 子機 壁付 1 2021

166 2
時計台
ﾎｰﾙ ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 子機 壁付 1 2021

167 1
ﾄｲﾚ棟
身障WC ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 子機 壁付 1 2021

168 1 事務所 トイレ警報設備トイレ警報盤 ガード番 1 2021

169 1
ﾄｲﾚ棟
WC(M) トイレ警報設備非常押釦 壁付 1 2021

170 1
ﾄｲﾚ棟
WC(W) トイレ警報設備非常押釦 壁付 1 2021

171 1
トイレ
ポーチ トイレ警報設備ベル 壁付 1 2021

172 RF 屋上 ﾙｰﾌﾋｰﾀ設備 ﾙｰﾌﾋｰﾀ A L1ｍ× W200 200V,65W 8 1998

173 RF 屋上 ﾙｰﾌﾋｰﾀ設備 ﾙｰﾌﾋｰﾀ B L7ｍ× W200 200V,135W 8 1998

174 RF 屋上 ﾙｰﾌﾋｰﾀ設備 ﾙｰﾌﾋｰﾀ C L4ｍ× W300 200V,405W 4 1998

175 RF 屋上 ﾙｰﾌﾋｰﾀ設備 ﾙｰﾌﾋｰﾀ D L5ｍ× W300 200V,510W 2 1998

176 屋外
ロードヒー
ティング設備 ヒーティング盤 主幹150Ａ 分岐9回路 1

時計台

設備機器材料表
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Ａ４

様式３－４－１
施設名称

機械設備
№ 階 設置場所 区分 名称・仕様 摘要 数量 設置年度

1 屋外 給水設備 水道メーター（遠隔式 50） 市貸与品 1 1998

2 1 事務所 給水設備 同上受信器 市貸与品 1 1998

3 屋外 給水設備 散水栓 T28-13 4 1998

4 時計台
トイレ棟 給水設備 電動水抜栓（13） 2 1998

5 屋外 給水設備 給水管 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 1式 1998

6 時計台
トイレ棟 給水設備 給水管 水道用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 1式 1998

7 B1 トイレ棟 排水設備 排水用水中ポンプ 川本製作所 1 1998

8 屋外 排水設備 排水桝 コンクリート製 1式 1998

9 屋外 排水設備 排水管 硬質塩化ビニル管 1式 1998

10 時計台 排水設備 排水管（雑排水） 硬質塩化ビニル管 1式 1998

11 トイレ棟 排水設備 排水管（汚水、雑排水） 排水用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼鋼管 1式 1998

12 トイレ棟 排水設備 通気管 排水用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼鋼管 1式 1998

13 1 事務室 衛生器具設備 掃除用流し SK322 TOTO 1 1998

14 1 事務室 衛生器具設備 混合水栓 TOTO 1 2014

15 1 男子トイレ
女子トイレ 衛生器具設備 洋風大便器 節水形FV

C21  TS116R  A21 TOTO 3 2017

16 1 女子トイレ 衛生器具設備 洋風大便器 節水形FV
C21  TS116R  A21 TOTO 1 1998

17 1 身障者トイレ 衛生器具設備 身障者用大便器 節水形FV
C48  TS116R  A21 TOTO 1 1998

18 1 男子トイレ 衛生器具設備 小便器  個別感知FV
U307 TOTO 2 1998

機械設備機器材料表
札幌市時計台
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Ａ４

様式３－４－２
施設名称

機械設備
№ 階 設置場所 区分 名称・仕様 摘要 数量 設置年度

19 1 男子トイレ
女子トイレ 衛生器具設備 洗面器

L507  TL605AF TOTO 3 1998

20 1 身障者トイレ 衛生器具設備 身障者用洗面器
L103CF TOTO 1 1998

男子トイレ
女子トイレ
身障者トイレ

衛生器具設備 自動水栓 TOTO 4 2014

21 1 男子トイレ 衛生器具設備 掃除用流し SK22A TOTO 1 1998

22 1 事務室 給湯ガス設備 電気温水器 EW-20N4B 日本イトミック 1 1998

23 1 事務室 給湯ガス設備 給湯管 銅管(Ｍ) 1式 1998

24 B1 消火
ポンプ室 消火設備 消火ポンプ  エンジン駆動型

KTY2-1255HB× 2S-18-5ET 川本製作所 1 1998

消火
ポンプ室 消火設備 消火ポンプ用呼水槽 1 2020

25 屋外 消火設備 不凍式放水銃 65A× 80A 2 1998

26 1,2 時計台 消火設備 移動式粉末消火設備
第３種粉末(ABC)33kg  ホース20m ヤマトプロテック 5 2020

27 屋外 消火設備 消火管 消火用硬質塩化ビニル
外面被覆鋼管 1式 1998

28 B1 消火
ポンプ室 消火設備 消火管 配管用炭素鋼々管（白） 1式 1998

29 B1 熱交換器室 冷暖房設備
熱交換器 シェルアンドチューブ
型
（交換熱量150,000kcal/h）

伊藤製缶工業 1 1998

30 B1 熱交換器室 冷暖房設備 薬液注入装置 PTU-50 タクミナ 1 1998

31 B1 熱交換器室 冷暖房設備 熱交換器自動制御盤 １式 1998

32 B1 熱交換器室 冷暖房設備 温水循環ポンプ P4-405-0.4T 川本製作所 1 2014

33 B1 熱交換器室 冷暖房設備 温水循環ポンプ P4-255-0.15T 川本製作所 1 2020

34 B1 熱交換器室 冷暖房設備 パワーシスターン
N3-135SH+TAB-5 川本製作所 1 1998

35 B1 熱交換器室 冷暖房設備 密閉式膨張タンク SX-40V 日立機材 1 1998

札幌市時計台

設備機器材料表
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Ａ４

様式３－４－３
施設名称

機械設備
№ 階 設置場所 区分 名称・仕様 摘要 数量 設置年度

36 B1 熱交換器室 冷暖房設備 気水分離器 NM-50標準 コンチネンタル
シルマー 1 1998

37 B1 熱交換器室 冷暖房設備 パワーシスターン
N3-135SH+TAB-5 川本製作所 1 1998

38 1 事務所 冷暖房設備 パネルヒーター 1770kcal/h
280H× D× 1500L サーモバルブ共 1 1998

39 1 事務所 冷暖房設備 パネルヒーター 3540kcal/h
280H× D× 3000L サーモバルブ共 1 1998

40 1 事務所 冷暖房設備 パネルヒーター 2360kcal/h
280H× D× 2000L サーモバルブ共 1 1998

41 1 売店 冷暖房設備 パネルヒーター 1760kcal/h
420H× D× 1100L サーモバルブ共 1 1998

42 1 展示室1 冷暖房設備 パネルヒーター 4180kcal/h
280H× D× 3500L サーモバルブ共 1 1998

43 1 展示室1 冷暖房設備 パネルヒーター 1820kcal/h
280H× D× 1500L サーモバルブ共 1 1998

44 1 展示室1 冷暖房設備 パネルヒーター 1190kcal/h
280H× D× 1000L サーモバルブ共 2 1998

45 1 展示室1 冷暖房設備 パネルヒーター 2990kcal/h
280H× D× 2500L サーモバルブ共 1 1998

46 1 展示室2 冷暖房設備 パネルヒーター 4800kcal/h
210H× D× 4200L サーモバルブ共 3 1998

47 1 展示室2 冷暖房設備 パネルヒーター 5800kcal/h
210H× D× 5000L サーモバルブ共 3 1998

48 2 ホール 冷暖房設備 パネルヒーター 8700kcal/h
280H× D× 6000L 1 1998

49 2 ホール 冷暖房設備 パネルヒーター 4300kcal/h
280H× D× 3000L サーモバルブ共 1 1998

50 2 ホール 冷暖房設備 パネルヒーター 7300kcal/h
280H× D× 5000L サーモバルブ共 5 1998

51 2 ホール 冷暖房設備 パネルヒーター 5100kcal/h
280H× D× 3500L サーモバルブ共 2 1998

52 2 ホール 冷暖房設備 パネルヒーター 5800kcal/h
280H× D× 4000L 1 1998

53 2 女子トイレ 冷暖房設備 パネルヒーター 3260kcal/h
1800H× D× 720L サーモバルブ共 1 1998

54 1 男子トイレ 冷暖房設備 パネルヒーター 3400kcal/h
1600H× D× 840L サーモバルブ共 1 1998

55 1 身障者トイレ 冷暖房設備 パネルヒーター 2140kcal/h
1600H× D× 520L サーモバルブ共 1 1998

札幌市時計台

設備機器材料表
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Ａ４

様式３－４－４
施設名称

機械設備
№ 階 設置場所 区分 名称・仕様 摘要 数量 設置年度

56 時計台
トイレ棟 冷暖房設備 暖房管 配管用炭素鋼々管（白） 1式 1998

57 1 身障者トイレ 空調換気機器 天井換気扇 FY-24SR5
セルフード共 松下電器産業 1 1998

58 1 男子トイレ
女子トイレ 空調換気機器 天井換気扇 FY-32SR5

セルフード共 松下電器産業 2 1998

59 B1 消火
ポンプ室 空調換気機器 天井換気扇 FY-32SK5

セルフード共 松下電器産業 1 2021

60 B1 消火
ポンプ室 空調換気機器 給気用有圧扇 FY-60MTU3 松下電器産業 1 1998

61 トイレ棟 空調換気ダクト 排気ダクト スパイラルダクト 1式 1998

札幌市時計台

設備機器材料表
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番号 品   名 規格・型番 数  量
1 折りたたみテーブル大 1 H6 to-1
2 折りたたみテーブル 2 H6 to-2,3
3 更衣ロッカー 1 H6 to-4
4 NEOXレターケース ３６段 1 H6 to-5
5 書籍ロッカー 1 H6 to-6
6 脚立 1 H9 to-2
7 応接テーブル 1 H10 to-1
8 パソコンデスク 1 H10 to-2
9 警備デスク2段ラック ２段ラック 1 H10 to-3
10 PLUS書籍ロッカー 2 H10 to-4.5
11 縦長ロッカー３連 3 H10 to-6.7.8
12 ロッカー小 1 H10 to-9
13 ウチダ食器入れ 1 H10 to-10
14 耐火金庫 1 H10 to-20
15 ３段踏み台（白） 1 H10 to-11
16 キーボックス（新） 1 H10 to-12
17 木製机 3 H10 to-13,14,15
18 カウンター 1 H10 to-16
19 車椅子 1 H10 to-17
20 車椅子 1 H10 to-18
21 設計図面入れ （木製5段下段物入れ） 1 H10 to-20
22 木製長いす 2 H10 to-21,22
23 ダミーカメラ VC-12 1 H10 to-23
24 ダミーカメラ VC-12 1 H10 to-24～25
25 4人がけ長いす木製 25 H10 to-26～50
26 木製テーブル・イス（あしあとノート） 1 H10 to-51
27 自立式案内板（2階） 2 H10 to-52～53
28 自立式案内板（大展示室、東出口） 2 H10 to-54～55
29 木製イス 16 H10 to-56～71
30 長いす用テーブル 6 H10 to-72～77
31 避難ハシゴ 2 H10 to-78,79
32 スタンプ台（白） 1 H10 to-80
33 講演台 1 H10 to-81
34 ｽﾋﾟｰｶｰｼｽﾃﾑ S１１５Ⅳ 4 H10 to-82～85
35 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ受信機RV800/２ 1 H10 to-86
36 パイプイス 30 H10 to-87～116
37 テーブル白 10 H10 to-117～126
38 フィッティングルーム 1 H10 to-127
39 布パーテーション3連× ３セット 1 H10 to-128
40 パネル 10 H10 to-129～138
41 パネルポール 4 H10 to-139～142
42 中間パネルポール 6 H10 to-143～148
43 予定表ホワイトボード ９１０× １２００ 1 H10 to-149
44 テクニカマイクスタンド AT－８６４６B 5 H11 to-1～5
45 フィッティングルーム鏡 1 H11 to-6

46 時計工具一式（ドライバー（+）SD3－M、検電ﾄﾞﾗｲ
ﾊﾞ、工具ケース各1） 1 H11 to-7

47 額縁（重要文化財指定用） - 1 H11 to-8
48 音姫 1 H11 to-9
49 額縁（市指定用） - 1 H11 to-10
50 バロネスハンドモア（芝刈り機） 1 H11 to-11
51 時計保守用４段ワゴン 1 H11 to-12
52 裏口スロープマット ４．２ｍ＠8800円 1 H11 to-13
53 トイレ前マット 7.5ｍ 1 H11 to-14
54 姉妹機振子保護カバー一式 1 H11 to-15
55 市内パネル 1 H11 to-16
56 北海道地図パネル 1 H11 to-17
57 館内展示台（3867号機説明） 1 H11 to-18
58 館内展示台（文字のみ） 1 H11 to-19
59 館内展示台（アーチ説明・写真） 1 H11 to-20
60 スタンド式スクリーン 1 H11 to-21
61 ステージ（ピアノ設置に伴い更新） 10 H11 to-22～31
62 オブジェ置台 1 H11 to-32
63 標旗「災害対策本部」 1 H11 to-33
64 標旗「非難集合場所」 1 H11 to-34
65 屋外ホース（放水銃用） 1 H11 to-35
66 ハンドマイク（サイレン付） 1 H11 to-36
67 コンパクトアンプ MA-120 1 H11 to-37
68 スタンディングカート（本体） 長いす用カーペット入れ 2 H11 to-38,39
69 自立式案内板（窓口前） 2 H11 to-56～57
70 自立スタンド（敷地内禁煙） 2 H11 to-58～59
71 自立スタンド（開館案内） 1 H11 to-60

札幌市時計台 札幌市備品一覧表
備品番号
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番号 品   名 規格・型番 数  量 備品番号
72 ヤマハグランドﾋﾟｱﾉS4 1 H11 to-93
73 冷蔵庫 1 H12 to-1
74 デジタルテスター 1 H12 to-2
75 デジタルノギス 1 H12 to-3
76 デジタルカメラ 1 H12 to-4
77 ライオンレターケース LB4-210N 1 H12 to-5
78 ノートパソコンFMV.NE350L3 （思い出ｱﾙﾊﾞﾑ） 1 H12 to-6
79 はしご兼用脚立（2階備品庫） 1 H12 to-7
80 青い目の人形展示台 1 H12 to-8
81 ピアノ背付イス 寄付 2 H12 to-9,10
82 ホール用長椅子（木製） 番号４６と同品 5 H14 to-2～6
83 ホール用長椅子（木製） 番号４６と同品 10 H14 to-7～16
84 ﾋﾟｱﾉ補助ペダル 1 H15 to-1
85 カタログスタンド 1 H15 to-2
86 屋外物置 1 H15 to-3
87 正面車椅子スロープ 1 H16 to-1
88 ピアノ背付イス 1 H16 to-2

89 マット（風除室、事務室、小展示室、大展示室、売
店、北側出入口内外マット） 1 H16 to-3

90 ２階ホール控え室照明 1 H16 to-4
91 マット 1 H16 to-5
92 カタログスタンド 1 H16 to-6
93 スタンプ台（メタルキャビネット） 1 H16 to-7
94 液晶ディスプレー ロジテック１７インチ 1 H16 to-8
95 パンフレットケース 1 H16 to-9
96 ２階ステージ用ライト左右 1 H16 to-10
97 ノートパソコン FMV-C６２１０ 1 H17 to-1
98 DVDドライブ 1 H17 to-2
99 ２階フィッティングルーム鏡（飛散防止フィルム） 1 H17 to-3
100 AED - 1 H18 to-1
101 ミキサーBOX 1 H18 to-2
102 マイクスタンド収納BOX 1 H18 to-3
103 スピーカースタンドBOX 1 H18 to-4
104 世界の鐘音響機器一式 1 H19 to-1
105 小展示室パソコン（歴史写真） 1 H19 to-2
106 小展示室タッチモニター（歴史写真） 1 H19 to-3
107 焼印（展示用として） 1 H19 to-4
108 館内表示板（中、韓追加 1 H19 to-5

109 2階ホール、アーチ、屋外樹木イルミネーション一式
（屋外樹木イルミ廃棄） 20.3.31寄贈 1 H19 to-6

110 展示台（チャチャニレ）一式 21.3.23寄贈 1 H20 to-1
111 ボーズプリメインアンプ 2 H20 to-2,3
112 レジスタ MA６６０－２０ 1 H20 to-4
113 高階哲夫解説パネル 1 H20 to-5
114 ステージ（2段目） 10 H20 to-6～15
115 ステージ踏み台（大） 5 H20 to-16～20
116 ステージ踏み台（角） 1 H20 to-21
117 ステージ踏み台（小） 1 H20 to-22
118 ステージ（小） 4 H20 to-23～26
119 ステージ手すり 2 H20 to-27,28
120 ステージオブジェ台（2段目） 1 H20 to-29
121 コードリール １０m 1 H21 to-1
122 １７型ＣＲＴタッチモニター 2 H22 to-1,2
123 ＣＤ・ＭＤラジカセ 1 H22 to-3
124 音姫 1 H24 to-1
125 折り畳式スタンドホワイトボード 1 H24 to-2
126 玄関風除室改修窓一式 1 H25 to-1
127 ウオシュレット 1 H25 to-2
128 音姫（後付け） 1 H25 to-3
129 マイクロフォンEV-ND267aS EV-ND267aS 1 H28 to-1
130 ワイヤレスマイク 2 H28 to-2,3
131 屋外LED照明 3 H26 to-1～３
132 屋内用LED適合器 10 H26 to-4～13
133 絵画「旧道立図書館前のチャチャニレ」(寄付) 油彩10号 桜田精一作 1 H27 to-1
134 ティンガティンガ絵画（寄付）94× 74㎝ ムワメディラジャブチワヤ作 1 H27 to-2
135 事務机 札幌市の物を更新 6 H27 to-3～8
136 デスクチェアー 札幌市の物を更新 6 H27 to-9～14
137 会議用テーブル 1 H27 to-15
138 受付チェアー 札幌市の物を更新 2 H27 to-16～17
139 パーティション 1 H27 to-18
140 パーティション 2 H27 to-19～20
141 パーティション 3 H27 to-21～23
142 パーティション 2 H27 to-24～25
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番号 品   名 規格・型番 数  量 備品番号
143 パーティション用連結金具 1 H27 to-26
144 照明スタンド 国際ソロプチミストから寄贈 4 H27 to-27～30
145 照明用バー 国際ソロプチミストから寄贈 4 H27 to-31～34
146 クリップライト 国際ソロプチミストから寄贈 17 H27 to-35～51
147 電話機 コードレス子機1台付 1 H27 to-52
148 クラーク像 29.10.16寄贈 1 H29 to-1
149 クラーク像栞台 29.10.16寄贈 1 H29 to-2
150 時計台外部案内看板2台 2 H29 to-3～4
151 玄関ポーチマット 1 H29 to-5
152 ボールペン絵画（寄付）52.5× 41㎝ 今野 富蔵 1 H30 to-1
153 ピアノ防湿カバー 1 H30 to-2
154 27インチモニター 大展示室修理映像モニター 1 R2 to-4
155 27インチモニター② 大展示室修理映像モニター 1 R2 to-5
156 時計台３Dデーター（寄付） USB 1 R2 to-6
157 時計台模型募金箱 からくり募金箱 1 R2 to-7
158 サーマルカメラ モニター付きサーマルカメラ 1 R2 to-8
159 時計台の鐘歌碑（寄附） 1 R3 to-1
160 明治天皇聖蹟碑 1 R3 to-2
161 スポットクーラー TS-20ES-1 1 R3 to-3
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（様式１）

管理
番号

要望
順位

工種 新規／継続

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

建物名称 修繕要望項目 回答 備考欄

記入日 施設分類（建物名称）

所管課担当者
所属（部・課・係まで記載） 氏名 電話

修繕要望一覧表 ○○局○○部

※要望毎に『個別修繕等要望書（様式２）』を添付してください。
※施設毎に『修繕要望位置図』（要望項目の位置・番号を
　　示した平面図等）を添付してください。
※要望順位は最大で10～15位を目安に入力してください。

所管部局
総合窓口

所属 氏名 電話

入
力
不
要（
札
幌
市
入
力
欄
）
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（様式２）

新規
・
継続

工種

【劣化・損傷の状況】（必須記入事項：具体的な場所・機器、いつから、程度、現在の状況）

【現在の支障・影響度合いなど】

【備考】

（見積額）

（補足）

修繕要望項目の写真欄（状況が分かりやすい写真を２枚）

　見積有無
（見積取得済であれば
金額記載、見積書添

付）

　点検報告書の有無
（点検報告書が
あれば添付）

修繕要望
項目

市民文化局文化部

管理番号： 1

建物名称：

個別修繕要望書
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